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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(15)

おわりに

276 

62・11) a)なんぴとも彼の主君 (herre)2) から、彼(=自分)がその管理人

(des amman)3)である所領を、a) b) .4)彼がそれ(=その所領)を彼の(=主君から自

分に封与された)レーン(である)と主張する場合、その(管理人としての)ゲ

ヴェーレ(=所領の占有・支配)によって(ないし、を楯にとって)(mit der were)5) 

(レーンとして)着目反する(ないし、のつ取る)(untvuren) 6) ことをえない、b) c)け

だし、彼に対して彼の(管理する)すべての所領を彼の主君は彼の(管理人とし

ての)ゲヴェーレの中へと(=彼が管理人として管理するようにと)委託した (in

sine were bevolen hevet) (にすぎない)からである。c)'7) 

AV1・1271) a)管理人 (dispemsator)8) は、(自分が)代理人 (procurator)9) 

になっているその主君から、a) d) (管理人として)在任中(infraofficium)、10)

(自分に封与された)いずれかのレーン (beneficium)について、11)レーン(とし

て)の占有権 (beneficialiswarand凶を要求することはできない、d).12) c)けだ

し、主君は彼の(彼=管理人が管理している)所領 (bonasna)をその者(=管理

人)の監護の下へと(ineius providentia)委託した(ないし、している)からで

ある。C).13) 

1 )本条の位置については、前出レーン法61・1= AV 1・129で述べたことを参照

されたい。なお、レーン法62・1とAV1・127の問には(かなり大きな)相違があ

り、前者は後者を(かなり大幅に)I改訂」した(と目される)ものであるが、両者

間の相違(ないし、前者におけるf走者の「改訂J)の由って来たるゆえんは、(それどこ

ろか、 AV1・127の論旨そのものも)、次のレーン法62・2= AV 1 . 128を参照する

ことによってはじめて明らかになるので、併せて次条をそれへの訳註(特に最後

の註・ 13)における検討とともに参照されるよう、お願いしておきたい。

2 )このレーン法62・lでは、一貫して、この herreから「管理人jに(その管理を)委

託された所領について、後者はそれを「レーンjとして占有・支配することがで

きない、という趣旨のことが述べられている。したがって、この herreの語は「主

人」と訳した法がよい、とも考えられるが、(対応する AV1・127と)次のレーン法
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62・2では、この「管理人」に対して(管理のために託されたのとは別に)所領が

(レーンとして)封与される場合のことが扱われているので、ここでも「主君」と

いう訳語を踏襲することにした。

3) ammanの語は、 AV(後註・ 8の箇所)の dispensator、および、(後註.10の箇所の)

procuratorの語に対応しているが、 M.LEXER， Mittelhochdeutsches Handwりrterbuch

(Bd. 1， Sp. 51 u. 49)によれば、 ambet-man(= der ein amt zu verwalten hat， diener) 

を縮めた語であり、 diener，beamter， verwa1terなどの意味がある。なお、 d田(=

dessen)の語は (sinherreを承ける可能性もないわけではないが、原文ではそれに最も近

い)gutの語を承けている、と解した。

4) これ以下、 b-bの件で論じられているのは、管理人が彼にその管理を委託され

た所領について、それを(自分に封与された)レーン(である)と主張するケースで

あるが、 AVl・117の(形式上=条項の構成の上で、これに対応する箇所に位置する)

d-dの件では、(後註・ 9-12で述べるように)、これとはまったく別のこと(=管

理人に管理を託された所領とは別に封与された「レーンJ)について論じられているこ

とに注意されたい。

5)この箇所の wereの語が管理人による所領の(管理のための)['占有J(・支配)の事

実を指していることは、文脈上明らかであろう。なお、 AVにはこれに対応する

語が見当たらず、この wereの語は(前註 4で指摘した)['改訂Jに伴って「レー
ン法」に新たに登場したものであること、あるいは、 (ge)wereの概念が「レーン

法」では管理人による所領の(管理のための)1占有」・支配についても用いられて

いること、に注意されたい。(なお、後註・ 7の箇所の wereの語についても、これと

同じことが言える)。

6)この箇所の untvuren(= ent向h問 n)の語は、 (Text，S. 206， 243によれば)、 hinterziehen

を意味する。上掲・邦訳の「着服する(=のつ取る)Jという訳はこれに従ったも

のであるが、 AVのd-dの件にはこうした(それ自体)['非難」の合意がこめられ

た語は見当たらない。そのことも、「レーン法jのb-bの件では、管理人が管

理を委託された所領を(事もあろうに)自分の「レーンjであると主張する(という、

およそあってはならない)ケースが扱われているのに対して、 AVのd-dの件で

は、(前註・ 4の末尾で触れたように)、管理人が主君から(管理を委託されたものとは
レ-/ 

別に)封与された所領について、「レーン(として)の占有権jを主張する(という、

一般(のレーン)に(ついて)は、当然あってもおかしくない)ケースカサ及われている、

という相違にもとづくものと解される。

7)この箇所の wereの語が、(前註.5の箇所のそれと同じく)、「管理人による所領の

(管理のための)占有(・支配)Jの事実を指していることは、(主君がその所領を

wereの中へと)['委託した」の語によって明らかであろう。 AVのd-dの件には

(直接)この wereに対応する語は見当たらないが、その点については前註・ 5で

述べたことを参照されたい。
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なお、(["けだし…j以下の)c -cの件(全体)(=主君が管理人に所領の「占有j

(・支配)を委ねたのは所領の管理のためである、という趣旨のこと)は、そこまでの

b-bの件(=管理人は主君から管理を委ねられた所領について、それを「占有J(・支

配)しているということを根拠にして、それが彼の(=自分に封与された)1レーンjで

あると主張することはできない、という趣旨のこと)の「理由づけ」になっているの

で、そのことをはっきりさせるために、「にすぎないJという補訳を施していた。
(この点についてはAVで同旨のことを述べている c-cの件に関する後註・ 13を参照さ

れたい)。

8 )この箇所の dispensatorの語は、(実質的には)、「レーン法J(註.3の箇所の)arnman 

に対応する、と考えられるが、ひきつづき次註・ 9を参照されたい。

9 )この箇所の procuratorの語は、(構文上も)、「レーン法J(註・ 3の箇所の)ammanに

対応しており、前出(註.8の箇所の)dispensatorと同じく、「管理人」の意味でも

用いられるが、上掲・邦訳では一一原文でそれぞれ別な語が用いられているこ

とにも配慮して一一「代理人jと訳しておいた。

10)ここから始まる d-dの件は、構文上、「レーン法Jのb-bの件に対応している
が、内容的にはそれとまったく異なることを述べている、ということに注意され

た上で、本註以下の訳註における検討を参照されたい。

この箇所の infraofficium (= ["在任中J)に対応する語(=binnen ammechte)は、

「レーン法J(62・1)の b-bの件には見当たらず、ょうやく次のレーン法62・2

(註・ 6、e-eの件)に姿を見せる。このことによってすでに、以下の d-dの

件で述べられていることが、「レーン法」では (AV1 . 127に対応する62・1ではな

く)次の (AV1・128に対応する)レーン法62・2に(移され、それに)組み込まれて

いることが示唆されている。この (AVl・127、d-dの)件の infraofficiumの語

が、この条項(の d-dの件)だけでは、(以下の件との関連で)具体的に何を意味す

るのか(まず)理解することができず、レーン法62・2(AVのテキストだ、けを追っ

ていく場合には、その文末の一文=nisi relicto officio bona obteneat)を参照しなければ、

それを理解する手がかりを掴むことさえできないが、それも以上のことによるも

のと考えられる。この点については、前註・しおよび、次のレーン法62・

AV 1・128、註・ 12と13を参照されたい。

11) この箇所の (aliquod)beneficiumの請も、 (AVにおけるこの語の用例から)、(主君から

管理人に封与された)["レーン」を指すことは判るものの、(このAV1・127のテキス

トだけでは)すぐ後につづく(管理人はそれについて)[" beneficialis warandiaを要求す

ることはできない」という件が瞭きの石となって、この「レーンJ(は「レーン」で

あると明記されているのに、それに)ついてなぜ、(管理人は)["レーン(として)の占有

権」を主張しえないのか、理解することは(まず)不可能であろう。ひきつづき次

註・ 12を参照されたい。

12) beneficialis warandiaの語は、原文では本条の冒頭に(したがって、 warandiaの語は行
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中に)姿を見せるが、 AVの全巻を通じてこの語が用いられているのはこの箇所

だけである。しかし、(言葉としてそれに近い)beneficii warandiaの語が、前出(い

ずれもレーン法53に対応、する)AV 1 .122 (註・ 8の箇所)と 1・123(註・ 12の箇所)
レン

で、uレーン法jのlenesgewereの語に対応して、それと同じく)、「所領の占有権J=
(主君から所領を封与された家臣が特に主君との関係において)r所領をレーンとして
占有・支配する権利」の意味で、用いられている。本条・この件の beneficialis

warandiaも、主君との関係において(管理人がそれを主君から要求できないものとし

て)姿を見せるから、その beneficiiwarandiaの語と(少なくとも、基本的には)同義

に用いられている、と想定しでかかるのが妥当であろう。しかし、本条・この件

の場合、(前註・ 11で述べたように)、(管理人に主君から封与された)rレーン」につい
て「レーン(として)の占有権」が認められないのはなぜか、という疑問に突き当

たる(だけでなく、この件は、管理人に対する所領・管理の委託が「授封Jの形をとって

行われ、したがって、管理人の(管理下にある)所領が(少なくとも形の上ではHレーン」

である、ということを言おうとしているのではないか、などといった、誤った推論に導

かれてしまうことにもなりかねない)であろう。

そこで、(いささか先走ることになるが)、次の(レーン法62・2、および)AV 1・

128を参照してみると、本条の d-dの件で r(管理人は)、在任中、(自分が)代理
人になっているその主君から、いずれかの beneficiumについて、 beneficialiswa-

randiaを要求することはできないjとされているのは、主君から管理人に(管理を
レ J

託された所領とは別に)封与された所領に関して述べられたものであり、そうした

所領が(通常の、ないし、正規の)レーンと異なるのは、①主君がそうした所領の

封与を否認した場合、家臣は所領の占有・支配を(前提とする立証手続をとること

ができず、それを)欠く場合と同じ立証手続を取らなければならない、②管理人

は、在任中、所領の授封更新請求権をもたない、③彼は、同じく在任中、所領

の「相続」権(=所領を息に相続させる権利)をもたない、以上の3点である。この

ことから、本条・この件で(その主君から要求できないとされている)beneficialis 

warandiaとは、具体的には、①主君が所領の封与を否認した場合の、所領の「占

有jを前提とする立証手続、②所領についての(在任中の)授封更新請求権、③

(同じく)所領についての(在任中の)r相続」権という、いずれも所領の「占有J
(・支配)に伴う三つの権利だけを念頭に置いたものであることが判る。したがっ

レーン

て、管理人は(管理を託された所領とは別に)主君から封与された所領については、

それらの3点を除けば、(実質的には)レーンとして占有・支配する(特に、その所

領からの収益=賃料ないし;地代を取得する)ことができる、ということを見落として

はならないのである。(なお、以上に述べたこと、特に②と③については[在任中j

と明記されていることによって、この管理人に対する(管理を託されたのとは別な)所領

の封与は、彼の(管理人としての)職務(の遂行)に対する対価としての性格をもっ、と

推定することができるが、その問題は、次のレーン法62・2= AV 1・128についてさら

北法550・264)264
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に検討する)。

以上に略述したように、本条 'd-dの件は(実は)管理人に(管理を託された
レ J

のとは別に)封与される所領にかかわる(と解される)のだが、それを正しく読み

取ることは誰にとっても難しいだけでなく、その分かりにくさは、次註・ 13で述

べるように、 (c-cの件の)末尾の一文によってさらに増幅されるのは確かで

あって、「レーン法Jで、(前註・ 2-7で述べたことから明らかなように)、 (AVの)

この件を(全面的に)削除し(て次のレーン法62.2に吸収し、それに代えて)管理人

に管理を託された所領に関する記述を補っていることも、著者自身、 (AVをもと

にしてそれをドイツ語に移すに当たり)、こうした分かりずらさ(ないし、誤読の可能

性)に気づきそれを取り除こうとしたからであろう。したがって、レーン法62・

1のこの点に関する「改訂」も「レーン法」における「改善」の一例と見倣すこと

ができょう。(この点については、次のレーン法62・2= AV 1・128、註.13をも参照

されたい)。

13) この本条・末尾の c-cの件(=rけだし、主君は彼の所領をその者(=管理人)の監
護の下へと委託したからであるJ)は、レーン法62・1の末尾の c-cの件(=rけ
だし、彼(=管理人)に対して彼の(管理する)すべての所領を彼の主君は、彼の(管理人

としての)ゲFヴェーレの中へと委託したからであるJ)と、(基本的には)同じことを述

べている。しかし、「レーン法jでは、(前註 7で述べたように)、この文が、 (b-

bの件の)管理人は彼にその管理を委ねられた所領についてそれを(彼に封与され

た)レーンであると主張することはできない、ということの「理由づけjになっ

ているのに対して、 AVでは、この文が「理由づけJているのは、(前註.12で述べ
たように)、(直接には)管理人にその管理を託された所領に関することではなく、

(d -dの件の)管理人に(それとは別に)封与された所領に関することである。し

たがって、 AVについては、(前註・ 12で述べた)管理人に封与された所領の bene-

ficialis warandia (の語を前註・ 12で述べたように理解したとしても、それ)に関して、

なぜ(直接には)管理人にその管理を託された所領についての命題によって、管理

人に(それとは別に)封与された所領に関する命題を「理由づける」ことができる

のか、という疑問が(新たに)生まれることになる。

この難問を解くためのヒントを与えてくれるのは、ヒルシュも (Hi.，S. 162， 

Anm.4で、次のレーン法62・2、註.6の箇所の binnenammechte = r在任中」の語につ
いてではあるが)参照を求めているホーマイヤー (Ho.，112， S. 530)の見解である。

ホーマイヤーは(そこで)、ある役人(特に、所領管理人)に封与されるレーンにつ

いて、在任中、授封更新請求(権)や「相続」権が認められない理由として、

(wohl = rおそらくjと断った上で)r管理人(の立場)と家臣の立場が混同される危
険性Jを指摘している。この見解が、前註・ 12で検討した(本条の)beneficialis 

warandiaの(実質的)意味のうち、①の(主君がその所領の封与を否認した場合の)立

証手続について特に適合することは確かで、ある(その場合、もし管理人に対して所
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領の占有・支配を前提とする立証手続を認めれば、管理人は彼にその管理を託された所

領をも容易に彼の(=彼に封与された)レーンとして立証できることになるからである)。

しかし、②の授封更新請求権や③の「相続」権(が、在任中、管理人に欠けている

こと)は、そうした「理由づけ」によって説明できないのではないか。以下(煩瑛

にわたるのを避けるため)①の主君が交替した場合について(だけ)述べると一一。

その場合、もし管理人が新しい主君から管理人に任命されて(実質的には)ひきつ

づきその地位に留まるのだとすれば、なぜ彼がそれまでの主君から封与されてい

た所領を失わなければならないのであろうか。一般に、所領の授封更新を求める

には家臣がそれを占有・支配していることが前提になるから、この場合にも、通

常の手続では(ホーマイヤーの指摘する)立場の混同は生じうるが、管理人に対し

ては(①のように)よりきびしlρ(=所領の占有・支配を前提しない)立証手続を求

めれば、それで足りるはずではないか。(③の「相続J=管理人(本人)が死亡した場

合、彼の息についても、以上と(基本的には)悶じことを指摘できることは、改めて指摘

するまでもあるまい)。そこで私は(少なくとも②と③については)次のように考え

ている。主君が交替し(あるいは、管理人が死亡し)た場合、新しい(あるいは、そ

れまでの)主君がひきつづき管理人を置くか、あるいは、(置くとしていそれに誰

を宛てるかは主君(の自由)に委ねられており、その意味で、管理人の地位は主

君の交替(あるいは、本人の死亡)をもって終了する。管理人に(管理を託されてい

たのとは別に)所領が封与される所領は、管理人としての職務(の遂行)に対する

対価(ないし、報酬)としての性格をもつので、彼の在任中に主君が交替(ないし、

彼自身が死亡)すれば、管理人はその(職務とともに)所領を(も)失うことになる

のではないか、と。

以上の私見については、次のレーン法62・2= AV 1・128に関連してさらに

検討することにするが、ここではとりあえず、この件に、(ホーマイヤー説に従い)

「けだし、主君は彼の所領をその者(ニ管理人)の監護の下へと委託した(にすぎな

い)のだから、(それと混同されないようにするため)であるJと補足するのと、(私見

に従いHけだし、主君は彼の所領をその者(=管理人)の監護の下へと委託し(そ

の対価ないし報酬として彼にそのレーンを封与し)た(にすぎない)からである」と補

足するのとでは、いずれが(より)説得的であるかを比較・検討されたい。

62・21) a)しかしながら、彼(=管理人)に主君が(その管理を委託したのと

は別に)所領を封与する(ないし、した)場合、a).2) b)その(所領を封与した)こと

を彼(=管理人)に対してその後主君が認め(ょうとし)ない(ないし、否認する)

ならば、b).3) c)彼(=管理人)は、d)(管理人として)在任中 (binnenammechte)、d).4) 

それ(=所領が彼に封与されたこと)を、 e)(所領について)ゲヴェーレ (were)(= 
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所領の占有・支配)を欠く者と同じように、それ(=所領の封与)をe)・5) (その場

に居合わせて)見また聞いた者たちとともに(証人になって)立証しなければな

らず、c)'6) f)また、(主君の交替に際しては)もう一人の(=第2の、新しい)主君

に対してその所領の授封更新を求める (volgen)ことができず、1)-7) g)また(そ

の所領を)彼(=自分、管理人)の息に相続させることもできない。g)'8)。

AV1・1281) c)管理人 (dispensator)は、 h)それゆえ、h) この種のレーン

(huiusmodi beneficium) (が彼に封与されたものであること)を、家臣たちの中

の(その封与を)見また聞いた者によって(=とともに証人になって)立証しな

くてはならず、c)'9) f)また(主君交替の際に)もう一人(=第2の、ないし、新し

い)主君に対してこれ(=この種のレーン)の授封更新を求める (sequi)ことが

できず、f)'10) g)また(自分が死亡した際に)それ(=そのレーン)を息に相続さ

せることもできない、g)'1]) けただし、(彼が)(管理人の)役目を離れて(から)

(relicto of白cio)所領 (bona)を受領する(ないし、した)場合は除く。lト12)'13) 

1 )このレーン法62・2は、(対応する)AVl・128と(基本的には)同旨のことを述べ

ているが、すぐ前に位置するレーン法62・1が(対応する)AV 1・127に(大幅な)

「改訂」を加えているので(同条への訳註、特に13を参照)、前条との関連に注意し

ながら読み解く必要がある。前条への註・ lを参照されたい。

2 )この a-aの件は、 AVには対応箇所がなく、すぐ前のレーン法62・lでも言及

されていなかったことを述べている o しかし、それがAVではすぐ前の 1・127

(d -dの件)で言及されていた beneficiumにかかわることは、容易に推定できる

だけでなく、むしろ本条のこの件を参照することによって、その (AV1 . 127、d

-dの件)の beneficiumが管理人に(管理を委託された所領とは)別に封与された

所領であるということも、(少なくとも)AVよりもはるかに容易に推定することが

できるであろう。この点については、(前註・ lにも挙げた前条への註・ 13のほかに)、

後註・ 4と10を参照されたい。

3 )ここまでの b-bの件は、 (AVには対応する文がなく)、「レーン法jで補足された

(と目される)ものであるが、主君が家臣に対して所領の封与を認め(ょうとし)な

い場合に家臣が(主君に対して)それを立証する手続については、すでに前出レー

ン法5・2(= AV 1 ・ 19~ 1・21)に記述されている。この点については、後註

. 5と11を参照されたい。

4) ammechteの語は Amtを意味するから (vgl.Text， S. 231; M. LEXER， Bd. 1， Sp. 52，49)、

この d-dの件の binnenammechteが前の(レーン法62・lに対応する)AV 1・127
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(註・ 9の箇所)の infraofficium主同じ《、I(管理人主しで)在任中Jを意味するこ主
は明らかである。問題は、しかし、この語が(本条の)以下の記述のうちのどこに

(あるいは、どこまで)かかるのか、ということである。この語は、原文では本条

の末尾に位置し(構文上、 AV1・128の末尾 (i-i)の件に対応し)ているが、ヒル

シュはこれを、(f-fの件と g-gの件にだけにかかり)、(この)c -cの件には

かからない、と解して(いる、と受け取らざるをえないように訳して)おり (Hi.，S 

162)、ショット(にいたって)は、そもそもこの語を訳していない(=訳し洩らして

いる)が (Sch.，S. 312)、上掲・邦訳は、前条(=レーン法62・1= AV 1・127)、註

. 13で述べた(そして、本条でさらに検証している)私見にもとづき、(f-fとg-

gの件にだけかかるのではなく)この c-cの件にもかかると解して、この位置に

訳出したものである o

5)この e-eの件は、 (AVに対応する文がなく)、「レーン法」で補足された(と目され

る)ものであるが、(前註・ 3でも触れた)レーン法5・2では、(本条・ b-bの件

の)主君が家臣に所領を封与したことを認めない(ないし、否認する)場合につい

て、「誰であれ所領を gewereの中にもつ(=現にレーンとして占有・支配している)

者は…、主君(本稿(1)、 1825頁に「彼」とあるのは間違い)の家臣のうち、それ(=

その所領)が彼の(占有・支配すべき)レーンであることを真実と承知している者す

べてとともに(証人になって)J (所領の封与を)立証することができるのに対して、
「それ(=その所領)について gedinge(のみ)をもっ者は、彼は were(=所領の占有・

支配)を欠いているので、それ(=その断所が彼の占有・支配すべきレーンであること)

を、それ(=その所領がgedingeの形で封与されたこと)を(実際に)見また聞いた者

(たち)とともに(証人になって)J立証しなければならない、とされている。本条

では、同じ(く主君が所領の封与を認めない)場合について (b-bの件を参照)、所

領を封与された管理人 (a-aの件を参照)に対して、同条の家臣が Iwereを欠く

場合jと同じ(目撃証人とともに証人になって、という)立証手続が求められている

が(すぐ後につづく註.6までの件を参照)、その間に挟まるこの e-eの件では、

(レーン法5・2の「彼は we四を欠いているのでjとは異り)、 Iwereを欠く者と同じよ

うに」、と言われており、この一文によって、(本条の)管理人は、(彼に封与された)

所領を(現実に)占有・支配しているにもかかわらず、(主君が所領の封与を認めない

場合)所領を占有・支配していない者と同じ(=よりきびしい)立証手続を求めら

れる、ということが疑問の余地なく明らかにされている。(したがって、前出 AV

1・127、d-dの件の r(管理人は)主君から(彼に封与された)benefi口umについて be-
neficialis warandiaを要求することができないjとする一文について、同条への註 .llと12

で指摘したような疑問(ないし、誤解の可能性)はこのレーン法62・2については生じえ

ない、ということに注意されたい)。

6) この「レーン法J.c -cの件の末尾の一文は、 AVの c-cの件に対応している

が、それについては前註・ 5を参照されたい。なお「レーン法」では、前出レー
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ン法46・1の末尾でも、「それらのことを見また聞いた彼の家臣二人とともに(証

人になって)立証するJ手続について言及されており、その条項から、本条・この
件の立証手続についても、管理人が所領の封与を立証するために必要な手続は、

「目撃証人三人と自分とも 3人の証人」による立証であることが判る。この点に

ついては後註・ 11を参照されたい。

7)この「レーン法」の f-fの件は、 AVのf-fの件に対応しているが、前出レ

ーン法11・1(=AV 1・33)(の前段)では、(主に gedingeまたは wardungeを封与され

た家臣を念頭において)、「家臣がgewereの中にもっていない(=現にレーンとして

占有・支配していない)J所領については、「彼はその授封更新をもう一人の(=第

2の、ないし、新しい)主君に求めることをえず、また彼の息に相続させることを

えない」、と明記している。本条の「管理人jは、(管理を委託されたのは別に封与さ

れた)所領を占有・支配しているにもかかわらず、それについて、(レーン法11・1

の)所領を(レーンとして)占有・支配していない家臣と同じように、所領の授封

更新請求権や「相続j権を認められていないのである(この点については、前註・

6を参照されたい)。なお、 volgenの言昔は(ここでも AVのsequiに対応しているが、そ

れ)については、前出レーン法2・6(= AV 1・7)、註.2を参照されたい。

8 )この「レーン法」の g-gの件は、 AVのg-gの件に対応しているが、この点

についても、前註・ 7で触れた前出レーン法11.1、および、同註で述べたこと

を参照されたい。

なお、以上の訳註における検討によって、このレーン法62・2では、管理人に
レ-， 

(管理を委託されたのとは別に)封与された所領について、彼は「在任中J、(所領を
レーンとして占有 支配しているにもかかわらず)所領を(レーンとして)占有・支配

していない家臣と同じように、①(主君がその所領の封与を認めない場合の)所領

(が自分に封与されたレーンであること)を立証するために(より)きびしい手続を求

められ、②(主君の交替の際の)所領の授封更新請求権を認められず、③(自分が死

亡した際の)所領の I相続」権を認められない、という点で、彼の所領についての

「権利」は制約され(てい)る、ということが明らかになったはずである。さらに

(前出レーン法62・1= AV 1・127、註・ 12と13で述べたことを想起された上で)、以下

における AV(I・ 128)の検討をも参照されたい。

9) AVのこの c-cの件で述べられている「家臣たちの中の(それを)見また聞いた

者によって」という立証手続は、「レーン法J(62・2)の c-cの件に見られるそ
れと同じものであり、それによって、この (AVのc-cの)件で述べられている

ことが、「レーン法J(c -cの件)と(基本的に)同じものであるか判る。しかし、

両条項を比較してみると、次のような五つの相違がある。①「レーン法」の a-

aの件は AVにはなく、 AVでは(いきなり)rこの種のレーンJ(huiusmodi benefi-
cium)について論じられている。②AV(h -hの件)の「それゆえJ(igitur)に対

応する語は、「レーン法」には見当たらない。③「レーン法」の b-bの件は AV
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にはない。④AV(1・ 128)には「レーン法」のd-dの件の「在任中Jに対応す
る語がない(が、それは前の AV1.127のd-dの件に見られる)。⑤AVには「レ}

ン法jのe-eの件に対応する文が見当たらない。

これらの相違のうち、③については、 AVでも(前註・ 3で挙げたレーン法5・

2に対応する)前出 AV1・19-1・21を参照することによって、(1レーン法」のb

-bの件に対応する文がなくても)、 AVのこの件で管理人に求められている立証手

続が、家臣が(まだ)占有・支配していない所領について主君がその封与を認め

ない場合のそれと同じものである、と推定するには事欠かないであろう。しかし、

②の igiturの語と③の huiusmodi(beneficium)の語が、いずれも前の AV1.127

のd-dの件を前提しそれを承けたものであり、さらに、その件には④の「在

任中J(binnen ammechte)のもとになった(と目される)語 (infraoffium)が見られ

ることによって、 AVではすでに前の 1・127(d -dの件)で言及されていた管

理人に封与される beneficiumに関することが、「レーン法」ではすべて(前のレー

ン法62・Iからは削除され)この(構文上、 AV1・128に対応する)レーン法62・2へ
移され、そこでまとめて論じられていることを確認することができる。なお、⑤

については前註・ 5で述べたことを参照されたい。

10) この f-fの件は「レーン法」の f-fの件に対応しているが、それについては

前註・ 7を参照されたい。

11) この g-gの件は「レーン法Jのg-gの件に対応しているが、それについては

前註.8を参照されたい。

12) この本条・末尾の j- jの件、原文は nisirelicto officio bona obtineatであるが、

その中の relictoofficioの語によって、この件で述べられているのは管理人がその

職務(ないし、地位)を離れた後のことである、ということが判る。 AVのobtine-

r巴の語は(1受け取るjの意の)erhaltenと(1(ひきつづき)保持する」の意の)behal-

tenの双方を意味しうるので厄介だが (Text.1. S. 137を参照 ただしそこでの分類

の基準や解釈はここで述べるものと必ずしも同じでない)、この{牛で問題になってい

るbonaがいずれにしても(=管理人がそれを辞任後に「受領する」にせよ、あるいは、

それを辞任後も I(ひきつづき)保持するjにせよ、それが彼の管理人としてのofficium(そ

のもの)ではありえないから、それとは別に封与されるJ(通常のH所領」であること

は、 AVではようやくこの{牛において明らかになる。したカfって、 F主っているの

は、 obninereの語が「受け取る」を意味するのか、それとも r(ひきつづき)保持
する」を意味するのか、という問題であるが、 t掲-邦訳はそれを前者の意味に

解したものである。その理由(ないし、板拠)は次の二つである。①(本条に対応す

る)レーン法62・2では、これに対応する文が見られず、「削除」された(と目さ

れる)こと。(もし、管理人が「在任中」に受領した所領を辞任後(ひきつづき)I保持す

る」ことができるのであれば、 「レーン法」でも一一そうした所領について在任中の「権

利jの制約だけを述べるのではなく一一辞任後の「権利についてjも触れたはずである)。
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したがって、この一文はもともと「冗文jとも言えるものにすぎず、 AVではお

そらく前行の行末の herediatの語と韻を踏むために(だけ)付け加えられたもの、

と推定される。(なお、 AVでは韻を踏むために(だけ)付け加えられた文が「レーン法」

で「削除」された例は、(本条までに)AV 1・118(=レーン法50・l)(c-cの件)と

1・121(=レーン法52)(c -cの件)の二つがある一一石川 fAVとおPJ (前出レーン

法56・4、註・ 12を参照)、 29頁、註・ 26を参照されたい)。②(同じく)もし管理人が

「在任中jに受領した(あるいは、それ以前に受領していた一一この点についてはすぐ

に後述する)所領を辞任後も(ひきつづき)r保持するjことができるのだとすれば、
彼はなぜ(管理人として)r在任中」だけそれについての「権利Jを制約されるのか、
その理由を説明することができないこと。(この点について、前条(レーン法62・1=

AV 1・127)、註・ 13で述べたように、ホーマイヤーは、 I管理人(の立場)と家臣の立場

が混同される危険性jを指摘しているが、その説は成り立たない。それだけでなく、本

条(=AV1・128)末尾の一文に関連して、(同註で述べた)ホーマイヤ一説に対する批判

に、さらに次のことを付け加えることができる。すなわち、ホーマイヤ一説に従えば、

仮にある家臣が管理人に任ぜられる前に所領を受領していた場合、レーン法62・2の規

定に従って、管理人は「在任中」そうした所領についても「権利」の制約を受けることに

なる(はずだ)から、「家臣jの中に管理人を引き受ける者は(まず)いないであろうし、

したがって両者の立場が混同される危険性も(あまり)ないはずである、ということがそ

れである)。以上の点については、ひきつづき次のレーン法63・1= AV 1・130、

特にそれへの註・ 4と13を参照されたい。

13)以上のように、「レーン法」の62・1と62・2の両条項を、(それに対応し、そのも

とになったと思われる)AV 1 . 127と1・128の両条項と(全体として)比較してみ

ると、両者は(基本的には)同じことを述べ(ょうとし)ているにもかかわらず、特

にその記述の分かりやすさという点で、両者の間に大きな懸隔がある、というこ

とに気づかざるをえないであろう。 AV(l・ 127と128)の論旨が容易に理解でき

ないのは、特に 1・127で、(所領のH管理人jについて書き始めているにもかか

わらず、(管理人にその管理が委託された)所領(の法的性格)については何も論ぜ、ず

に、(いきなり)管理人に(それとは別に)封与される所領についての「権利Jの制約
を(benefic凶iswarandiaの語を用いて)抽象的に論じ、その「理由づけ」として(その

所領とは直接に関係のない)所領管理の委託(だけ)にかかわる命題を掲げている、

という点にある。これに対して、「レーン法jでは、まず62・1で管理人に対す

る所領管理の委託(と委託された所領の法的性格)の問題についてだけ記述し、彼

に(それとは別に)封与される所領については、 62・2で (AV1・127に書かれてい

たことをも含め)まとめて(それも、 AVよりも日丁略で分かりやすく)記述しているの

で、 AVよりもはるかに分かりやすいものになっている。

なお、こうした雨者の悶の分かりやすさの大きな懸隔は、ザクセンシュピーゲ

ル(テキスト)成立史の問題にとっても重要な意味をもっている。同書(テキスト)
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成立史の問題の一つ(そして、より基本的なそれ)は、「はじめに」でも述べ(前註・

12に挙げた石川 iAVとSSPJで(少なくとも)主要な点については具体的に検討し)たよ

うに、 AVは「レーン法」の(アイケ自身の手に成る)ラテン語版・原本か、それと

も、(アイケ以後の第3者の手に成る)Iレーン法jのラテン語(への)抄訳か、とい

う問題であるが、「抄訳者jが(きわめて分かりやすかった)Iレーン法J(62・lと

62・2)をラテン語に訳(し戻)す際に、 (;d意的に)それとは大きく構成(=記述の

配列)を変えて(しかも)きわめて分かりにくいものに書き改める、ということは

(まず)考えられず、アイケ自身が、 AV(1・ 127と1・128)では韻文で書くという

制約もあって十分に意を尽くさず、また構成にも無理があって分かりにくかった

ものを、「レーン法」では一一韻文による制約を受けずに一一大幅に「改訂」し

て分かりやすく書き直した、と考える方がはるかに説得的だからである。

以上、このレーン法62・lと62・2= AV 1・127と1・128に関して述べたこ

とについては、次のレーン法63・1= AV 1・130、特にそれへの註・ 14で述べ

る私見をも参照されたい。

277 

63・ a)いかなる所領であれ(主君から)下臣に (dememanne) 1)臣従礼(な

いし、忠誠宣誓)なしに (anemanscap)2)授与される (gelegenwert)3) ものは、

正規の(ないし、真の)レーン (recht1巴n)とは言わない、4)(たとえば)主君が彼
けにん

の家人 (denstman)に5) 臣従礼(ないし、忠誠宣誓)なしに2)領主(館の)(ないし、

ファミリアの)法廷で (tohoverechte) 6) 授与する3)所領のように。a) b)彼(=家

人)はそれ(=その所領)をもとに (d訂 af)7)領主(館)法上の(特に参廷)義務を

果たさ (hoverechtesplegen) 8) なければならず、レーン法上の(特に参廷)義務

(lenrechtes) (を果たすの)ではない(からである)ob)・9) c)しかし (aver)10) 領主

(館、ないし、ファミリアの)法に従えば (nahoverechte)、11)いずれの家人5) も

生まれながらの(=家人の出自によって)(gebor巴n)12) 内膳頭 (druzte)、または

主酒頭 (scenke)、または主馬頭 (marscalk)、または内蔵頭 (kemerere)13)であ

る(ないし、になる)べきである。c)・14)

AV1 ・130 a)何であれ下臣 (homo)J)が臣従礼(ないし、忠誠宣誓)(を捧

げること)によって (perhominium) 2)受領し(たので)ない3) ものは、レーン

(beneficium)であると判断されるべき(iudicetur)でない、4) (たとえば)主君
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けにん

が彼の家人たちに (suisministeriaIibus) 5) 臣従礼(ないし、忠誠宣誓)(を棒げ

ること)によらずに、領主(館の)(法廷の、ないし、ファミリアの)法(の定め)

に従い (secundumius curiae) 6)所領を授与する (concedit)3) ように。a)b)この

(ような所領の)授与 (haecconsessio)にはレーン法上(ないし、レーンとして)

の権利 (beneficialeius)が欠けており、(それは、領主館における)役目(ないし、

仕事)(を引き受けること)に伴う(所領の)授与 (concessioofficiaIis) (なの)で

ある(ないし、にすぎないからである)0 b)・9) c)さらに (etiam)、10) いずれの者

も法(の定め)によって (exiustitia)、11) 家人の出自(=家人に生まれたこと)に

より (ministerialisnatione) 12) 内膳頭 (dapifer)、あるいは主酒頭 (cellerarius)、

あるいは内蔵頭 (camerarius)、あるいは主馬頭 (marschaleus)13) になること

ができる(ので)ある。C). 14) 

1) rレーン法」のmanおよびAVのhomoの語は、(主君=herreまたはdominusとの関

係において用いられる場合)、大部分(ないし、ほとんどすべて)、「家臣J(ないし、封

臣)(Lehnsmann)の意味で用いられているが、この箇所においては、(ひきつづき
けにん

述べられることから)、 (Lehnsmannだけではなく)r家人jをも含むことが明らかなの

で、(そのことをはっきりさせるために)r下臣Jという訳語を用いた。(この点につい
ては、『邦訳ムラント法2・12.1、註 2 (143頁)を参照されたい)。

2) rレーン法jのmanscapおよびAVのhominiumの語については、前出レーン法

22・1= AV 1・45、註.4を参照されたい。前出レーン法 3(= AV 1・8)、

(上記)22. 1 (= AV 1・45、1. 46)、22・2(= AV 1・47)、23・1(= AV 1・

50)、および、(すぐ後の)64・1(ニ AV1 . 132)などによって明らかなように、家

臣はレーンを受領する(=r封与されるJ)際には必ず(主君に)r臣従礼J(ないし、
忠誠宣誓)を捧げなければならないから、この rmanscapなしに (li閉される)J、な

いし、 rhominiumによって(受領したの)でない」の語によってすでに、「家臣」が

受領する所領は r(正規の)レーン」でないことが判る(し、そのことは、後註・ 4の
件に明記されている)。なお、後註・ 9をも参照されたい。

3) rレーン法」の lienおよびAVのconcedereの語(いずれも verleihenの意)は、(特に

主君が家臣に所領を1ienないしconcedereする場合)、大部分(ないし、ほとんどすべて)、

r(レーンを、ないし、レーンとして)封与する」の意味で用いられている。しかし、
本条では、(前註・ 1と2で述べたように)、家人をも含めた「下臣」に対して「臣従

礼(ないし、忠誠宣誓)なしに」所領がverleihenされる場合が扱われているので、

この語を(f封与する」と区別して)r授与する」と訳すことにした。(なお、国正罰令
権は国王から親授されるべきことを説いたラント法3・64・5の末尾にも、 r(国王の)罰
令権はmanscapなしに lienされる」、という一文が見られる)。
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4) この箇所、「レーン法」の rechtlenの語は、 AVのbeneficium(= 1"レーンJ)に対

応している。(なお、 rechtlenおよびAVで一部(だけ)それに対応している vulgarebe-

neficiumの語については、石川I1"へールシルト制J(2) 、 63~74頁における検討を参照さ

れたいが、本条のこの箇所では、 rechtlenの諸に、 vulgarebeneficiumではなく、(単に)

beneficiumの諾が対応している(にすぎない)ことに注意されたい)。そのことから、本

条をすぐ前のレーン法 (62・1と)62・2、および、 AV1・127と128と関連させ

て読むと、 AVについては、管理人が(管理を委託された所領とは別に)受領する所

領について beneficialiswarandia (=レーン(として)の占有権)を主張することがで

きない(具体的には、それについて授封更新請求権や「相続」権が認められない)のは、

それが「臣従礼(ないし、忠誠宣誓)によらないで」授与されるから(であって、本

条の規定からすれば、その所領はそもそも beneficiumと言えないの)ではないのか、と

いう疑問にもつながり兼ねないことに注意されたい。(これに対して、「レーン法」

では、ある所領に授封更新請求権や「相続」権が欠けていても、その所領がrechtlenでは

ない、ということが明らかになるだけであって、直ちに同じ疑問につながることはない)。

この点については、後註・ 14で(改めて)述べることを参照されたい。
けにん

5) この箇所で(わが国における一般的慣行に従って)f家人jと訳出した(fレーン法」

の)denstmanの語は、 (AVの)ministerialisに対応しているが、現代(ドイツ)語で

も(そのまま)DienstmannないしMinisterialeと言われている。この「家人(層)J、特

に「帝国(=国王直属の)家人(層)Jについて、詳しくは、カール・ボールズ著、

平城照介・山田欣吾・三宅立監訳、『ヨーロッパ社会の成立j(2001年、東洋書林)

を参照されたいが、本条を理解するためには(少なくとも)次のことを心得ておく

必要があろう。「家人」はもともと(出生身分から言えば)不自由人であり、(独立の

生計を営むニとなく)領主館に住み領主によって給養されながら、領主の身辺およ

び領主館でさまざまな仕事に従事していたが、(特に国王および高位聖職者に仕え

た)f家人」は、(特に11世紀末以降)、彼等の職務と領主への近さから次第にその地

位が向上し、(ほぽ12世紀後半以降)いわゆる「職業(=社会的職安にもとづく)身分J

観が生まれ定着する過程で、彼等の(騎士的な生活を営む)一部は、「家臣(ないし、

封臣)(層)Jとともに、「騎士(身分)Jを形成することになった。以上がそれであ

る。一一本書では、レーン法2・I=AVl-4に、へールシルト(=レーン能力)

をもっための要件として(自由人であることは挙げられていないのに対して)、「祖父

の代から騎士の出自であることJが挙げられている、ということを想起されたい。

この点については、ひきつづき次註・ 6を参照されたい。

6 )ここでは、「レーン法」の tohoverechteの語が、 AVのsecundumius curiaeに対応

している。 hoverecht(= Hofrecht)の語は、(わが国では)ー般に「荘園法」と訳され

ているが、本書に hoverecht(ないし、 iuscuriae)の語が姿を見せるのはこの条項だ

けであって、本書には「家人法」を指す語(少なくともたとえば、 desdenstmannen 

rechtやdenstmannenrecht、あるいは、 ministeriales( -is 1 iusの語)は見当たらず(ただし、
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すぐ後のレーン法63・2= AV 1 . 131、註・ 4を参照)、また、後出レーン法68・5

末尾(の AVに対応する文のない箇所)に補足された一文によって、(賃料ないし年貢

を支払う)[小作人」は彼等の(参集する、そしておそらく領主の主宰する)法廷にお

いて、自分たちの「権利jを主張しあるいは擁護することができる、ということ

(だけ)は判るが、同条は、その(1小作人」が、ないし、「小作人jも参集する)1法廷J
が本条(この箇所の)hoverecht (ないし iuscUriae) (上の法廷)とどう関係するかにつ

いては触れておらず、したがって、本条の hoverechtないし iuscuriaeが「領主J

と「荘園農民jの関係を主要な内容とする法であると断定することはできない。

そこで上掲・邦訳では、これらの語を一-Hofないし cunaの語の原義をも活か

して一一「領主(館の)(法廷の)法Jと訳すことにしたものである。また「ファミ
リアのJという補訳を加えたのは、「家人jだけではなく(賃料ないし年貢を支払う)
「小作人J(=いわゆる「荘園農民J)も「ファミリアJに属しているので、この hove-
rechtないし iuscuriaが「荘園法」の性格をも併せもつことを示唆しておきたかっ

たからである。(1ファミリア」の概念については、前註.4に挙げたポーズル・前掲書

の、 V、[申世社会の基本構造としての[ファミーリアJJを参照されたい。そこでも

(141-142頁で)言及されている「ヴオルムス(司教ブルヒアルト)の荘園法」の原題は、

Lex [，四i1iae(St. Petri 00. Wonnatiensis ecclesiae)と言うが、そこでは「家人法jと「荘閣

法jがまだ(十分に)分化しないまま「ファミリアの法jの名で(一体のものとして)記述

されている。この「ヴォルムス荘園法jについては、(私の)抄訳(r久保正幅先生還暦記

念、西洋法制史料選、 n.中世J(1978年、富Jj文社ーーただし、第3刷を参照されたい)、

および、クヌート・シュルツ、三浦澄雄訳「ヴォルムス荘園法と10、11世紀におけるグ

ルントヘルシャフトの法的・社会的諸問題J、「法制史研究J24号(1975年)を参照された

し，)。

なお、「レーン法J(この箇所)の tohoverechteの語は、 (AVの対応箇所の secun
dum ius curiaeと同じく)、「領主(館の)法にもとづきJと訳すこともできる(し、
AVとの対応関係を重視すれば、むしろそう訳すべきとも考えられる)が、それを敢え

て「領主(館の)法廷で」と訳したのは、この直後の「レーン法」で改訂された文

におけるこの語との対応関係を(もっと)重視したからである。この点について

は、後註・ 8と10を参照されたい。

7)1レーン法Jのb-bの件は、(構文上、対応する位置に見られる)AVのb-bの件
とまったく異なることを述べており、(本稿におけるザクセンシュピーゲル(テキス

ト)成立史に関する作業仮説を前提にすれば)、著者・アイケがAVをドイツ語に移

すに当たり、後者を全面的に「改訂jした(と目される)ものであることを指摘し

た上で、以下においては、まず「レーン法J(b -bの件)について検討しておく

と一一。

この darafという表現は、前出レーン法59・2(註・ 5の箇所)(= rechtes dぽ

af plegen)で用いられていたのと同じものであって、「それ(=家人に授与された所
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領)にもとづいて」という意味である、と解される。ひきつづき次註・ 8を参照

されたい。

8) この箇所の hoverechtesplegenの語は、すぐ前(註・ 6)の箇所の tohoverechteの

語とのつながりから言っても、(前註・ 7で挙げた)前出レーン法59・2、註・ 5

で述べたように、(具体的には)特に hoverecht(= r領主(館の)法廷Jにおいて(主君
による召喚・召集に応じてそこへ出頭・参集し、そこで証人や判決発見人になるなどの

活動を通じて)その審理に協力することを指す、と解されるが、ここでは(本条の

論旨をはっきりさせるため)I領主(館の)法上の義務を果たす」という(より広い)

訳語を表に出し、「特に、参廷(義務)Jの語は補訳にとどめることにした。この

点については後註・ 10をも参照されたい。

9)以上に述べてきたように、(ここまでの)1レーン法Jのb-bの件は、たとえば家

人に授与される所領のように、「下臣に臣従礼(ないし、忠誠宣誓)なしに授与さ

れる所領は rechtlenとは言わない」、という命題を説明すべく、家人が果たすべ

き義務は、レーン法上のそれではなく Hofrecht上のそれであ(り、具体的には、彼

等がレーン法廷ではなく、(その所領を授与された)領主(の)法廷においてその審理に協

力すべきであ)る(から)、としている。そのことを念頭において、(それに対応する

箇所に位置する)AVの b-bの件(原文は Haecconcessio caret beneficiali iu陀， sed est 

conc田sioofficialis)を検討してみると一一。

まず、この前段は一一beneficialeiusの語を「レーン(として)の権利jと解す

る限り一一、(この b-bの件によって説明されるべき、註.3までの件の)I下臣が臣

従礼によらないで受領する(ないし、した)ものは beneficiumでないjということ

と(実質的には)同じことを述べているにすぎ(ず、その説明になってい)ないが、

後段の concessioofficialisの語(は、特に officialisの語が多義的なため、それ)が何を

指すかはすぐには判らない。しかし、特に(次註・ 10で述べる)すぐ後の文へのつ

ながりを重視して、 officialisの語を(1.F. NIERMEYER， Mediae Latinitatis Lexicon Minus 

(S. 776f.)， officialis (adj.)， (sub.)に挙げられているその用例のうち、 (adj.)3のqmest en 
フ y ミリア

charge d'une fonction domestique ou domanialeを参照して)I(領主館における)役目(ない

し、仕事)(を引き受けること)に伴うJ(所領の授与)の意味に解する(ことにする)と、

この (AVの)後段について次のように考えることができる(ようになる)。すなわ

ち、この後段は、uレーン法J.b -bの件と向じく)、(通常の)beneficium (=レー
ン)と下臣に臣従礼なしに授与される所領との相違を、所領(の授与)に伴う義務

の相違によって説明しようとしていることになるが、ここで述べられている(下

臣の)義務は、uレーン法J.b -bの件とは異なり、領主法廷の審理への協力でなく)、
ファミリア

領主館における「役目J(ないし、仕事)を引き受けることであり、したがって、
この件の (concessio)officialisの語は前出 AV1・127(註・ 10の箇所)および 1・

128 (i -iの件の)officiumをも含みうるのではないか、という推定がそれで=ある。

その点はともかく、以上の推定が誤っていなければ、「レーン法J.b -bの件は
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AV. b -bの件に(かなり大きなII改訂jを加えている、ということになるはず

である。ひきつづき次註・ 10以下における検討を参照されたい。

10) (b -bの件でAVに前註・ 9で述べたような「改訂」を加えたJrレーン法jは、この

(本条・末尾の)c -cの件で、再び(基本的には)AV(c-cの件)に沿った記述に

戻る。しかし、両条項の c-cの件には (b-bの件の「改訂」に応じて)微妙な相

違が認められるので、以下その点に注意しながら「レーン法jとAVのテキスト

を(厳密に)比較してみることにする。

まず、この箇所では、 rAVJのetiam(= auch)の語の代りに、「レーン法jでは

aver (= aber)の語が用いられており、そのことによって、(すぐ前の)b -bの件

と(この)c-cの件の接続の仕方(したがって、それぞれの b-bの件で述べられて

いる内容)が異なる、ということが示唆されている。ひきつづき次註・ 11以下の

後註を参照されたい。

11) この箇所では、 AVで(単に)ex iustitiaと言われていたものが、「レーン法」で(わ

ざわざ)na hoverechteと言われている。 AVでは、 nahoverechteに(逐語的に)対応

する secundumius curiaeの語がすでに a-aの件(註・ 6の箇所)で用いられてい

るので、 (c-cの)この箇所でそれと同じことを言うのに(それを繰り返すまでも

なく)単に exiustitiaと言えば足りたのに対し、「レーン法」では一一前註.6で

述べたように一一-a - aの件(の対箇箇所)でそれとは異なった意味でtohove-

rechteの語を用いたので、この c-cの件では(改めて)na hoverechteと言わなけ

ればならなかった、と考えることができる(ないし、考えなければならない)のでは

ないか。ひきつづき次註・ 12以下を参照されたい。

12) この箇所、「レーン法Jのgeborenの語は、(字義通りには)r生まれながらの」の意

味であるが、前出レーン法20・5、註.6でborenvorstenの語について述べたよ

うに、もちろん、(文字通り)r生まれながら」内膳頭等の役職を帯びている者はい
ないので、本条の場合は、 AVの対応箇所から明らかなように、家人はその出自

によって内膳頭等の役職に就くことができる(あるいは、それらの役職に就く者は家

人の出自をもっ者の中から選ばなければならない)、という意味に解さなくてはなら

ない。(なお、ラント法1・55・1にはgeborenrichtereの語が見られるが一一これについ

ては、石川 rAVとSSPJ (前出レーン法56・4、註.12を参照)、 21頁、および、註 .87

を参照されたい 、この c-cの件のgeborenの語によって、家人はそれら内膳頭な

どの役職を相続させる(=世襲する)ことができたということまで示唆されている可能性

も絶無ではないが、明確にそうとは断定できない)。ひきつづき次註・ 13を参照され

たい。

13) rレーン法」の (AVのdapiferに対応する)druzte (= TruchseB)、(cellerariusに対応する)

scenke (= Schenk， Kellner， Kel1ermeister)、(marschaleusに対応する)marscalk (= M島

sch討1)、(camerariusに対応する)kemerere (= Kamerer)の語は、前出レーン法4・2

では、すべて「ドイツ語第3版」で補足された件で用いられており、それらが「ド
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イツ語第 1版」で姿を見せるのは、 (AVにおける dapiferなとそれらに対応する語と同

じく)、本条・この件がはじめてであり、また、ここだけである。(なお、「ラント

法jでは、これらの語が3・57・2に、レーン法4・2(の「ドイツ語第3版Jで補足さ

れた件)と同じく、(凶玉を選定する権利をもっ)選定侯の肩書きとして姿を見せるが、

同条については、 A.ヴォルフの(前出「はしがきj、註・ 23で触れた研究における)

(1270年以降の)Interpolatio (である、とする)説がある (前註・ 12でも触れた)石川

IAVとSSPJ、5頁、および、註・ 18を参照)。

しかし、(前註・ 9で述べたように)Iレーン法」で b-bの件が(大きく)I改訂」

されたことに伴い、この c-cの件についても、「レーン法」と AVの問に(ある)

相違が生じていることを見逃しではならない。すなわち、 AVのb-bの件では

concessio officiaIisの語が用いられており、 (officialisを 前註・ 9で述べたように

一一(領主館における)I役目jとかかわる語と解しうる限り)、家人の(領主館におけ

る)I役目J(一般)についてはすでにその件で触れられて(いて、それがこの c-c 

の件への「導入jになって)いるのに対して、「レーン法jでは、 b-bの件の「改

訂jに伴って、 (concessiooffi口alisに対応する語が、したがってそのような c-cへの
rミリア

「導入」も、なくなってしまった結果)、この druz旬以下の(領王館における)I役割」

が(何の前触れもなしに)この c-cの件に「唐突にj姿を見せる、という相違が

それである。ひきつづき次註・ 14を参照されたい。

14)以上の訳註において仔細に検討してきたことは、次のように要約することができ

る。このレーン法63・lと(そのもとになったと目される)AV 1・130は、基本的に

は同旨のことを述べているものの、(大きく言って)次の二つの点で異なっている。

①(特に家人に対して)臣従礼なしに授与される所領について、 AVでは benefi-

ClUmでないとされているのに対して、「レーン法」では rechtlenでないとされて

いる。②(その理由の説明として)AVでは(特に)家人がその所領にもとづき(1廷
ファミリア

内官職jに就いて)領主館における(ある)I役目」を果たすべき義務が強調されて

いるのに対して、「レーン法」では、家人の負う義務は(レーン法上のそれではなく)
フ7ミリア

Hofrecht上のそれであ(り、特に「領主(鉛)法廷jへの参廷義務であ)ることが強調

されている。(rレーン法Jの末尾における「内膳頭」以下の「廷内官職jへの言及が(い
ささか)I唐突jの域を免れないのもこのためである)。以上の要約を前提して、以下、

本条の最後に、前出レーン法62・2およびAV1・127と128で扱われていた(所

領の)I管理人」に対して(管理を委託された所領とは別に)与えられる所領も、本条

で扱われている(特に家人に対して)[臣従札なしに授与される所領J(の一つ)では

ないのか、という(特に AVについては、前註・ 9で述べたように、 officiumとofficト

alisの語のつながりからも問題になりうる)疑問について、私見を述べておきたい。

まず、(そうした疑問を抱きながら)前出レーン法62・2をもう一度読み返してみ

ると 。同条への註.4で述べた私見に従えば、「管理人」はこの所領につい

て、「在任中j、①(主君がそれを彼に与えたことを荷認した場合の)，r証手続、②授
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封更新請求権、 @r相続J権について制約を受ける。これらの制約のうち特に②

と③は、「管理人」に与えられる所領を(語のほんらいの意味で)Dienstgut (つまり、

この誌は(通常)IDienstmannに与えられる所領J= I家人領」の意味で用いられるが、そ

れを「勤務に対する対価(ないし、報酬)として与えられる所領」の意味で用いれば、と

いうことである)と考えれば、きわめて当然のこととして理解することができるで

あろう。さらに、この条項では、所領については gutの語(また、 a-aの「封与

する」と訳した箇所では、「授封するJ. I貸与する」の意味でも用いられるJienの語)が

用いられていて、それが(臣従礼を捧げて封与される)iレーンJ(だけ)を指すとい

うことを、同上の文言(だけ)から確認することもできない。ただしそこでは、

この「所領jが「管理人」に「臣従礼なしに」与えられる、ということは述べられ

ていない。これに対して、 AV(1・ 127と128)では、「管理人」に(管理を委託され

た所領とは別に)与えられる所領については、「レーン法Jと同じように「在任中」

(①・②・③の)権利が制約されており、さらに上述したように、 officiumないし

officia1isの語を通じて(1レーン法」よりも)より明確に AV1・130とのつながり

が認められるにもかかわらず、その所領は beneficiumと称ばれており、もしそれ

が(一般の用語法における)Dienstgut (ないし、 Dienstlehen)(=家人領)を指して(あ

るいは、含んで)いるのだとすれば、それは AV1・130の(臣従礼なしに与えられる

所領はbeneficiumとは言わないという)用語法に矛盾していることになる。さらに

AV (1・ 128)では、(その末尾でII管理人」がその職務(ないし、地位)を離れた後

に受領した beneficiumのことに言及しており(同条への註・ 12を参照)、そのこと

は「管理人」にその「在任中jに与えられる beneficiumは、本条の「臣従札なし

に授与される所領」ではなく、「臣従礼をもって封与される(その意味では、通常の)

レーン」であることを強く示唆している。

以上のように考えてくると、前出レーン法62・2= AV1・127、1・128の「管

理人Jに(その職務を委託された所領とは別に)与えられる「所領」ないし ibenefi-

ciumJは、仮に「管理人jが(現実には、おそらく多くの場合そうであった、と推定さ

れるように)r家人」である場合にも、「臣従礼をもって(=捧げて)封与される」こ
とになり、それを封与された「家人jは(その所領についての権利の制約にもかかわ

らず)主君の家臣(=封臣)団に属し、そのレーン法廷にも参画することになるは

ずである。したがって、こうした理解を前提にすれば、同条の規定は、「管理人」

が「家人J(の出)である場合を排除していない限り、家人層の社会的上昇(=I封

直層jへの同化)のー契機ないし一現象を示していることになりうる。しかし、そ

れについて同条および本条の規定からうかがえるのは、あくまでもそうした論理

的(それも、必ずしも大きくはない)可能性にすぎない、ということはあらかじめ

お断りしておかなければならない。
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63・2J) a)その(家人たちの)法の多種多様な相違によって、私は彼等(=家

人たち)の法についてこれ以上(立ち入って)論ずることはできない、けだし家

人たち (denstman)は、各司教、修道院長、修道尼院長の下で(自分たちについ

て)それぞれ別箇の法 (sunderlikrecht)を要求し(それを手に入れ)ている2) か

らである。a)'5) 

AV1・131 a)それらの者(=家人たち)の(ないし、に関する)法(の定め)

(ordo iutis) 3) については、その相違のゆえに私は(本書で)記述しなかった、

それというのは、家人たちが、各司教、修道院長、修道尼院長の下で、それ

ぞれ別箇の法 (singulareius) 4) をもっているからである。a)・5)

1 )この条項と同旨のことは、ラント法3・42・2でも述べられている。同条をも参

照されたい。

2 )この箇所の原文は ene(= ihnen) to seggenであるが(前出レーン法40・2、b-bの

件の (sek)to seggen = r (自分のものと)主張するJを参照)、 AV1・131<末尾の)対応
箇所では(単に)habent、また、ラント法3・42・2(前註・ lを参照)の対応筒所

でも(単に)hebbenとなっている。上掲・邦訳で「それを手に入れ」という補訳を

加えたのは、それを考慮に入れたからである。なお、「それぞれ別箇の法」につ

いては、後註.4を参照されたい。

3) ordo iurisの語はAVの全巻を通じてこの箇所だけに姿を見せる。1.F. NIERMEYER， 

Mediae Latinitatis Lexicon Minus， Art. ordo (S. 745丘)によれば、 ordoの語には les

dispositions de la loi (3. a. a. 0.)の意味があるので、上掲・邦訳では ordoiurisの語

をこれに従い「法(の定め)Jと訳しておいたが、 ordoの語は(同書によれば)(たと

えば、 10.regle canoniale， 22. un ordre mor四 tiqueなど)カノン法の、ないし、(特定の)

教会や修道院の「規則IJJないし「法(規)Jという含意を(も)もつ諾であることに

注意しておきたい。この点についてもさらに後註・ 4(と 5)を参照されたい。

4 )ここでは、<rレーン法」の前註 2の箇所に対応して)ministeriales ( rレーン法Jでは、
de denstman)がiussingulare (同じく、 sunderlik町cht)をもっている、とされている。

これについて、前出レーン法63・1= AV 1・130、註.6で述べた私見に関連

して、次のことに注意しておきたい。本条で (sunderlikrecht，ないし)ius singulare 

の語が用いられているのは、(少なくとも)直接には、家人に関する「法」が(実質

的に)各教会領ごとに異なっている、ということを念頭に置いてのことであって、

そのことから直ちに、家人たちはすでに(たとえば、 lantrecht，lenrecht， hoverechtの場

合のように)、(彼等に固有な)ある裁判所に「裁判籍jをもち、それと結びついた

(彼等に固有な)I独自の法Jをもっている、という帰結を引き出すことはできない。

北法55(1・248)248



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(15)

家人(たち)の「法」が(たとえば前条への註 6でも触れたヴォルムス教会のそれのよ

うに、特定の)r教会(ないし、修道院)(の)法」に包摂されていても、本条(のこの
箇所)で述べられている命題は成立するのである。ひきつづき次註・ 5を参照さ

れたい。

5 )本条においては、(前註・ lで挙げたレーン法3・42・2と同じく)、教会(諸侯)領に

おける家人のこと(だけ)が問題になっていることに注意されたい。これは、(当

時)いち早く家人が登用されたのは教会領および王権の下においてである、とい

う現実(この点については、(前出レーン法63・1= AV 1・131、註.4で挙げた)ボー

ズル著(平城・山田・三宅監訳)rヨーロッパ社会の成立J所収の論論文を参照)を反映
したもの、と考えられるからである。(なお、ザクセンシュピーゲルにおいて、家人

の「主君jが特定できるのは、本条およびラント法3.42・2以外の条項では、次の条項

においてである。ラント法2・42・3=1諸侯j、3・19= 1国王J(des rikes denstman)、

(3・73・1J = r(マクデブルク)司教」、 3・80・2= r国王J、3・81・1= r国王」
(des rikes denstm田))。

278 

64・ a)家臣は(主君に対し)いずれの所領(の授封)をも臣従礼(ないし、

忠誠宣誓)をもって(ないし、捧げて)(mit m組 scap)1)希求し (sinnen)2)なけれ

ばならない、たとえ彼が(すでに)(その)主君の家臣であっても。a)'3) 

AVl・132(前半 a)家臣は(主君に対し)いずれのレーン(の授封)をも臣

従札(ないし、忠誠宣誓)によって(ないし、を捧げて)(per hominium) 1)追い

求めるべき (sequatur)2) である、たとえ(彼が)それ以前に(その)主君の家

臣であったとしても。a)

1) rレーン法」の manscapおよびAVのhominiumの語については、前出レーン法
63・1= AV 1・130、註.2、および、(そこでも挙げた)前出レーン法22・1=

AV 1・45、註.4を参照されたい。なお、この mitmanscapないし perhomト

niumの語を通じて、本条が一一下臣がmanscapないし hominiumなしに受領し

た所領は rechtlenないし beneficiumとは言えない、とする一一前出レーン法

63・1= AV 1・130に触発されて書かれたことは明らかであろう。

2 )この箇所、「レーン法」の sinnenの語がAVのsequiに対応している。

smnenの語は、 (TextのG10ssarder Wortformen， S. 198を手がかりにしてひとわたり調
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べてみると、「ドイツ詩第 1版Jでは、レーン法18、22・2、(22・3= gesinnen)、22・

5、25・3、26・5、42.1、42・2、50・2、57・3、64・1、71・10などに姿を見

せるが、そのうち)たとえば、前出レーン法25・3と後出レーン法71・10では、具

体的には、家臣(本人)が(主君交替の際に、新しい主君に対し)所領の授封更新を求

める、という意味で用いられているものの、前出レーン法22・2、22・5、26・
レーン

5では、明らかに家臣の息=封相続人が(亡父の主君に対し)所領の授封を求める、

という意味で用いられているだけでなく、さらに前出レーン法42・lと42・2で

は、 utten(=家臣が主君に返還し、あるいは、(判決をもって)剥奪された所領を円|き

戻すJ)の語と oderの語で結ばれて(=それと二者択一の関係にあるものとして)用

いられている。

これに対して、 (AVの sequiの語は、(単に「従う」・「続く」などの意味ではなく、

「所領の授封(更新)を求める」という意味の場合に限ると、本条のほか前出 AV1 . 5、

1 . 7、1・33、1・34、1.35. a 、1・57、1・85・b、1・89、1. III、1

115、1. 128、後出 AV2・69、3. 1 (など)で用いられているが)、いずれも「レー

ン法」の対応条項 (=2・2、2・6、11・1、11・2、11・3、25・1、32・4、35

・1、47・1、48・2、62.2、76・6、71・16)のvolgen(ただし、 AV3・1=レー

ン法71. 16では名詞の volge)に対応しており、 (AVl・89=レーン法35・1を除き)す

べて r(新しい、ないし、上級主君に対し)所領の授封(更新)を求める」という意味
で用いられている。(なお、 AV1・89=レーン法35・lでは、 sequi= volgenの語が、

例外的に「息たちが(亡父の)所領の授封」を求める)という意味で用いられているが、

それについては、同条への註・ 8で述べたことを参照されたい)。それなのに、本条に

おいてだけは、(基本的には所領の授封更新を求める場合に限って用いられている)こ

の seqmの語に(息=封相続人が(亡父の)所領の授封を求める場合をも含む)sinnenの

語に対応しているのである。

そうだとすれば、①AVでは seqmの用語法がまだ(完全には)確立されておら
レーン

ず、息=封相続人による所領の「相続jの場合をも含めて用いられていたか、あ

るいは、②この AV1・132(前半)では著者は(もともと)授封更新請求の場合だ

けを念頭に置いていたのに、レーン法64・1でそれをドイツ語に移すに当たり、

同じことは「相続」の際の息=封相続人による授封請求についても言えることに

気づいて smnenの諸に「改めたJか、そのいずれかである、ということになるで

あろう。そこで、この二つの可能性のうちいずれが真実である(あるいは、真実に

近い)かを明らかにするために、(本条で扱われている)すでに(当該)主君の家臣で

ある者が重ねて主君に授封(更新)を求め(う)るケースについて他の条項で言及

されていないかどうかを調べてみると、次のような結果が得られる。

まず、レーン法14・3は、「なんぴとも、上級主君の前(=レーン法廷)で…彼

のレーンの保障人(=彼にそのレーンを授封した主君)(の名)を挙げるべきでない。

けだし家臣は、 f皮古河皮のゲヴェーレの中にもっている(=現にレーンとして占有・
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支配している)彼の主君の(=彼の主君に上級主君から封与された所領)について、た

とえ彼(=自分、家臣)が(同時に)彼(=上級主君)の家臣でもあってもj、という。

この条項は、(直接には、すでにある主君の家臣である者がその主君から重ねて所領の

授封を求めるケースではないが)、もし主君と上級主君の聞でその帰属をめぐって

争われている所領が判決をもって主君から剥奪されることになれば、家臣はすで

に(同時に)上級主君の家臣でもあ(り、上級主君からも(別な)所領を授封されてい)

るにもかかわらず、上級主君に対し(主君から剥奪された)所領の授封更新を求め

ることになる、ということを示唆するものである。さらに、前出レーン法18では

次のようなケースが扱われている。すなわち同条は、まず、「主君が彼の家臣を

(問責するため)レーン法廷に召喚する(ないし、した)場合、その裁判期日までの

聞は、彼(=家臣)が何かについて彼(=主君)の責を問う(=主君を訴え)ても、彼

の(ニ家臣が責を問われている)事案(の審理)が終っていない限り、彼(=主君)は

その家臣に応訴するに及ばないJ、と「原則」を説いた上で、次のように述べて
いる。「しかし、主君のレーン法廷が判決をもって延期され、そして(それまでの

聞に)この家臣にある所領が一一一それがゲデインゲであるにせよ、レーンである

にせよ (それまでの)持主の死亡によって(その家臣に)帰属する(ないし、し

た)場合、彼(=家臣)が主君に対してその所領(の授封)を希求し (sinnen)、ある

いは、法(の定め)に従い(その所領を)(立証・)取得することを請うならば、主君

は法(の定め)に従い、たとえ主君による問責が終っていなくても、彼(=家臣)

の裁判期日までの問に、彼(=家臣)に対してレーン法を行う(=所領を授封し、あ

るいは、(ゲデインゲの形での)所領の授封を承認する)べきである」。つまり、主君が

家臣を問責(しようと)している間にある所領が家臣に(それまでの)持主の死亡に

より帰属する(ないし、した)場合は「例外」、とされているのであるが、この「例

外」のうち、家臣にある所領のgedingeが封与されていた場合は、死亡した者が

それまで所領を占有・支配していた家臣であることは言うまでもないとして、そ

の所領が「レーン」である場合には、それが持主の死亡によりこの家臣に帰属す

るためには、家臣がそれまでの持主の息=封相続人でなければならないはずであ

る(同条への註・ 5と6を参照)。しかし、同条の場合、この(死亡した家臣の息であ

る)家臣は(亡父の生前に)主君から(問責を受けるべく)レーン法廷に召喚されて

おり、そのことから、彼は(その時点で)すでにその主君の家臣であっ(て、父と

は別に主君から所領を授封されてい)たことが判る。以上「レーン法」の二つの条項

によって、このレーン法64・1= AV 1・132(前半)の「たとえ(彼が)それ以前

に(ないし、すでに)(その)主君の家臣であっても」という件は、具体的には、そ

の家臣による授封更新請求の場合についてだけではなく、その家臣が亡父の所領

の授封を求める(=r相続するJ)場合をも含みうることが確認される(なお、前出
レーン法18については、ひきつづき次註.3を参照されたい)。

ただし、このレーン法14・3と18は、いずれも AVに対応条項がなく、「レー
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ン法jで補足された(と目される)条項であって、その意味では、著者がAV1・

132 (前半)の sequiの語で具体的にどのようなケースを考えていたのか、という

(上述の)問題を解明するための決め手にはなりえない。しかし、レーン14・3は、

(単に)同時に上級主君の家臣でもあった家臣が前者に対し(改めて)(別な)所領

の授封更新を求める可能性を示唆しているだけで、そのことに直接言及してはい
レ-/

ないのに対して、レーン法18では、すでに(当該)主君の家臣でもあった息=封

相続人が(改めて)亡父の所領の授封を求めることに直接言及しているだけでな

く、同条が(その冒頭の部分の「原則jがラント法3・12・Iを承けて書かれているこ

とからうかがわれるように 同条への註・ 4を参照)Iラント法jにおける(裁判手

続の)省察によって触発された可能性がある、ということを考えると、私として

は、(上述した二つの可能性のうち)②の(つまり、 AVでは、もともと seqmの語の一

般的用法通り、ここでも「授封更新請求Jのことだけを考えていた、という)見解に傾

かざるをえない。

3)本条に見られる slOnenの語を検討する過程で(前註・ 2を参照)、前出レーン法18

の邦訳(本稿 (3)、 389頁)に誤訳があることに気づいたので訂正しておきたい。

上掲・邦訳では(前註・ 2に引用した後につづく)同条末尾の一文(原文は Deherre 

mochte anderes an siner sculdegunge togen den man， bit dat he sek verjarde叩 sinersinnunge) 

を、 I(しかし)それ以外の場合には、主君は(そうしよう思えば)、(それ以上延ばす

と)家臣が(所領の授封を)希求(ないし、請求)すべき年期を悌怠することになる

まで(は)、家臣を彼の訴えについて(=家臣の訴えに応ずるのを)引き延ばすこと

ができるJ、と訳している。しかし、これは①(助)動詞 (moch旬， verj訂廿e)の時
期を軽視し、②その結果、四deres(= sonst)の語、および、③sinesculdegungeの

語が具体的に何を指すかを誤解したものであって、正しくは(たとえば)次のよう

に訳さなければならない。 I(もし)そうでなければ(=そうした場合に主君がレーン

法上の義務を果たす(つまり、家臣に所領を授封し、あるいは、ゲデインゲの授封を承認

する)に及ばない、というのであれば)、主君は、彼(=家臣が)彼(=家臣)の(所領

の授封、ないし、ゲデインゲの授封の承認を)希求(すること)について(そのための)

年期を悌怠する(ことになる)まで、彼の問責について家臣を(=主君による家臣の

問責を)引き延ばすこともできることになる(ないし、なりかねない)(からである)J。

同条への註・ 11もこれに応じて「改訂」しなければならないが、ここではそれ

については次のことだけを指摘しておきたい。同註の末尾では、問条で「例外」

とされている(家臣への)所領の「死因帰属」について、所領の「返還jや(判決に

よる)1剥奪」の場合と比較しながら、それが「優遇Jされる理由を論じているが、
その件も間違いであったと言わなければならない。同条で想定されているのは、

主君が(ある)家臣を(問責すべく)召喚し、その問責手続がまだ終っていない問

にその家臣が(逆に)主君の責を問う(ないし、訴える)ケースであるが、そこで

「例外」とされているのは、本註で改めて論じたように、家臣が「問責」されてい
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る問に「死因帰属Jを理由に主君にその授封(ないしその承認)を求める場合だ

けであり、すでに主君による問責(手続)を経て(判決をもって)所領を「剥奪」さ

れ、あるいは、(自ら)主君に所領を「返還」した家臣が、(その所領を円|き戻す」

ベき年期内に)主君から(前者については、重ねて)I問責jされ、さらに(逆に)主君

を訴えるなどということは(まず)考えられず、(したがって)同条においては想定

されていない、と解する方が自然であろう。(つまり、同註(末尾)の私見における

「死因帰属jの「優遇」という前提そのものが成り立たない、ということである)。

64・2 b)臣従礼(ないし、忠誠宣誓)(を捧げたこと)])を家臣は、主君が彼

にそれを(=家臣が臣従礼を捧げたことを)否認する(ないし、認めない)場合、聖

遺物にかけて(の宣誓をもって)立証することができる。b)・2) d)彼(=家臣)は、

しかし、聖遺物を自ら調達し (winnen)なければならない。d)'3) 

AV1・132(後半 b).c)その者(=その家臣)が彼(=自分)の家臣であるこ

とを主君が認める限り、c).2) 家臣は主君が否認する臣従礼(ないし、忠誠宣

誓)(hominium) 1) を宣誓をもって立証することができる。bト2)

1) manscap = hominiumの語については、すぐ前のレーン法64・1= AV 1・132(前

半)、註・ l、および、(そこでも挙げた)前出レーン法22・1= AV 1 .45、註-

4を参照されたい。

2)このレーン法64・2、および、(特に)AV1・132(後半)は、改めて指摘するまで

もなく、直前のレーン法64・1、および、 AV1・132(前半)にひきつづき、それ

を承けて書かれたものであり、そのことからは、両者のb-bの件は(もともと)

同旨のことを述べている(ないし、述べようとしたもの)、と推定されるであろう。

しかし、 AVのテキストには見られた c-cの件が「レーン法jで「削除jされて

いるため、両者の論旨の問には次のような相違が生じていることを見落とすこと

はできない。

まず、「レーン法Jのb-bの件を (AVのb-bの件と切り離してそれだけを)読

むと、このレーン法64・2は、直前の64・1で「臣従礼jのことが扱われている

のを承けて、主君が(およそ)家臣が「臣従干しjを捧げたことを「否認するJ(=認

めようとしない)場合(一般)について、家臣がそれに対抗して彼(=自分)が「臣

従礼」を捧げたことを立証する手続を説いたもの、と受け取るのが自然であろう。

これに対して、 AVでは、(同じくII主君が(家臣が)臣従札(を捧げたこと)を否

認するj場合について、 c-cの件によって、「その者が自分の家臣であること

を主君が認める限り」という限定が付されている(ないし、付されていた)。ある者
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が主君の家臣であるためには、(一般には、あるいは、法的には)、(主君に)臣従札を

捧げて主君から(たとえ gedingeや wardungeの形であっても)所領の授封を受けなけ

ればならないはずである(この点については、前出レーン法24・6を参照されたい)。

したがって、 AV1・132のテキスト(だけ)を(レーン法64・Iに対応する)前半か

らこの後半まで通して読んできた読者は、この「限定」は何を意味するのか、ま

た、この「限定」が成り立たない(つまり、主君がその者を自分の家臣と認めない)場

合にはどうなるのか(=家臣はどのようにして「臣従礼jを立証するのか)、という疑

問に悩まされることになり、たとえば次のように考えに導かれることにもなるの

ではないか。すなわち、このAV1 . 132 (後半)で「その者が自分の家臣である

ことを主君が認める限りJと言われているのは、同条(前半)の 1(彼が)それ以前
に(その)主君の家臣であった(場合)Jという想定を継承したものであり、同条

(後半)では、そうした家臣に主君に対して(さらに)所領の授封(更新)を求める

べき必要が生じた時、彼が(自分はすでに(その)主君の家臣なのだからそうする必要

はないと考えて)改めて(主君にH臣従礼」を捧げて(主君から)所領を受領する手

続を怠っ(て所領を占有・支配し)た場合についての「特例」について述べたもので

はないか、というように一一。

このことを念頭に置いて、もう一度レーン法64・2を読み直してみると、(同条

においてはAVのc-cの件のような限定が付されていないことによって)、同条の規

定は、(直前のレーン法64・Iのケースに限らず)、家臣が「臣従礼」を捧げ(て所領を

受領し)たことについて主君が「否認」し(ないし、争っ)た場合の「一般的準目11J

(と見倣しうる形)になっていることが(改めて)確認されるであろう。ひきつづき

次註・ 3を参照されたい。

3)このd-dの件は、 AVにはなく、「レーン法」で補足された(と目される)もので

あり、ホーマイヤーによれば、「家臣は、主君が宣誓のための聖遺物の(収められ

た)小箱を調達するように要求することができず、自らそれを取り計らわなくて

はならないj、ということを意味するが、その(ないし、そうした)場合、家臣は

「たとえば、ある教会からそれ(=聖遺物の小箱)を手数料を支払って借り出した」、

という (vgl.Ho.， 111， S. 252)。

なお、宣誓を行う家臣がそのために「聖遺物」を自ら調達しなければならない

という規定は、本条のほかには、後出レーン法66・2= AV2・32にだけ見られ

るものであるが、そこで扱われているのは、主君から(問責を受けるべく、 3度に

わたり)召喚されたにもかかわらず(それに応じて)レーン法廷に出頭しなかった

ため(判決をもって)所領(の占有権)を剥奪された家臣が(rレーン法」では r1年と
1日」、 AVでは r6週と l年」以内に)所領を引き戻す場合の手続である(とりあえ

ず、前出レーン法43・l、註.4を参照されたい)。後出レーン法65・20、65・21=

AV2・27-2・29によれば、そうした家臣からは所領が(判決をもって)剥奪さ

れ、主君がその所領を「占取」し、 11年と 1日J(AVでは r6週と l年J)の間「利
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用と収益なしにJ(AVでは「収益なしに1)保持することになる。したがって、所
領の「占有権Jは、家臣から所領が(判決をもって)剥奪された時点ですでに主君

の手に戻っており、家臣が上記・期限内に主君に所領の引き戻しを求める場合、

(主君の立場からは)彼は(所領を引き戻さないうちは)自分の家臣でない、と考える

こともできる(はずである)。後出レーン法66・2= AV2・32が、そうした場合

に家臣が所領を引き戻す手続について、「家臣が彼の主君の前へ出頭した場合、

彼は、所領を引き戻すために、真先に代言人を、その後で聖遺物と宣誓先導入

(stevere) (= Eidstaber.宣誓人に宣誓の文言の手本を示す者、ただし、 AVにはこれに対

応する語がない)を請うべきである」とした上で、「主君が彼(=家臣)にそのこと

を拒むj場合を想定し、その場合、「彼(=家臣)は聖遺物を自らもち (AVでは、

「彼自身の聖遺物を調達しJ)、宣誓先導入なしに(ただし、 AVにはなし)、(以下のこと

を一一ここでは省略)宣誓すべきであるJ、として(主君が宣誓のための聖遺物を用意
しなくてもすむ場合がありうることを認めて)いるのは、おそらくそのためと考えら

れる。

以上のように考えてくると、このレーン法64・2にd-dの件が補足されたの

は、同条のケースでは(少なくとも)家臣が「臣従礼jを捧げ(て所領を受領し)た

ことを「否認する」主君の立場からは、(その)家臣は自分の家臣ではなく、した

がって、彼が宣誓によって「臣従礼」の立証を求めても、そのために「聖遺物」

を用意するに及ばない、ということになるからではないか、と推定することも可

能になる(はずである)0 (なお、後出レーン法66・2= AV2・32のケースにおいては、

11年と 1日jないし 16週と l年jの聞は、家臣による所領の引き戻しの可能性が残っ

ているので、主君と家臣の関係がまだ完全に切れているわけではないのに対して、この

レーン法64・2のケ}スでは、(主君の立場からは、その家臣との聞にはいかなるレーン

法上の関係もないことになる、という点に注意されたい)。以上の推定が誤っていな

ければ、本条におけるこの d-dの件の補足は、 (AVの)c-cの件の削除と併

せて、対応する AV(1 . 132・後出)の論旨を(前註・ 2で指摘したように)家臣が

「臣従干しJを捧げ(て所領を受領し)なかった場合についての(一般的)r原則jの方
向に改めるために(意識的・自覚的に)行われたもの、と解することができるので

はないか。(以上の私見については、後出レーン法65・20=AV2・27以下、および、 66

. 2 = AV2・32などの関連条項についてさらに検討を加えることにする)。

279 

65・1]) a)いかなる責(ないし、罪過)のゆえにであれ (ummeiewelke 

sculde)、2) 主君は家臣(に裁判期日を定めて彼)を (sinenmanne)レーン法廷に

(to lenrechte)召喚(して問責)する (degedingen)ことができる、3) その責(ない
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し、罪過)(scult)が罰金に値する場合には。a)

AV1・133(前半)1) a)主君は彼の家臣について、いかなる(賞、ないし、

罪過の)問責のためにであれ (proqualibet incusatione)、4) レーン法(の定め)

に従い (secundumbeneficiale ius) (レーン法廷で)審理する (placitare)ことが

できる、5) (その家臣の)責(ないし、罪過)(culpa)が罰金に値する場合には。a)

1 )このレーン法65・1(と次の65・2)に対応する AV1 .133は、 AVでは第I章の

最後の条項になっており、 AVでは次の(レーン法65・3に対応する)2・1から

(Havichorst本(1569年)いらいDeordine placitatione = I (レーン)法廷における審理手続

について」という表題を付された)第E章が始まっている。しかし、レーン法廷に

おける(主君による家臣に対する)問責手続に関する記述は、実質的には、すでに

このレーン法65・1= AV 1・133から始まっていることに注意されたい。(この点

については、石川 IAVとSSPj (前出レーン法56・4、註・ 12)、特に註・ 2(24-25頁)

を参照されたい)。

2 )ここまでの件はAVの註.4までの件に対応し、実質的にはそれと同じことを述

べている。後註・ 4を参照されたい。

3 )ここまでの件はAVの註・ 5までの件に対応し、実質的にはそれと同じことを述

べている。ただし、 (to)lenrecht(e)の語は、 degedingen(=ある者に裁判期日を定め

て(法廷に)召喚する)の語(前出レーン法18、註.2を参照)とのつながりから言っ

ても、「レーン法廷(に)Jの意に解さなければならないであろう。後註・ 5を参

照されたい。

4 )ここまでの件は、前註・ 2でも指摘したように、「レーン法jのummeiewelke 

sculdeの語に対応している。なお、 AVのmcusaUoの語は、「告訴」と「告発」い

ずれの意味でも用いられるが、(レーン法上の)主君による家臣の「問責」も、主君

が(直接)家臣に対して彼の犯した「責jないし「罪過」のゆえに家臣を問責する

場合だけでなく、他の家臣の「訴えjにもとづいて家臣を「召喚J(して「問責j) 

する場合をも含む(たとえば前出レーン法43・1を参照)ことに注意されたい。

5) ここまでの件は、前註・ 3で指摘したように、「レーン法jの向註までの件に対

応し、実質的にはそれと同旨のことを述べている。ただし、「レーン法」の (to)

lenrecht(e)の語が(具体的に)rレーン法廷(に)Jを指しているのに対して、この
AVの (secundum)beneficiale iusの語は(抽象的・一般的に)rレーン法」を指して
いることに注意されたい。なお、この点については、前出レーン法63・1= AV 

I・130、註.6で述べた (to)hoverecht( e)と(secundum)ius curiaeの対応関係を

も参照されたい。
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65・21) b)午前中は(ないし、正午まで(の問)であれば)、また禁制日(=平

和日)(gebund巴nedage)以外(の日)には、2) 主君は彼のレーン法廷(における審

理)を (sinesdegedinges)、3) 教会(堂)内と教会の墓地を除くあらゆる場所にお

いてく待ち、また >4) 始めることができる。b)-5) 

AV1・133(後半)l) b) (彼等は)午前中また非禁制日 (dieiabsoluti) (=平

和日以外の日)に、2) 墓地と教会(堂)を除くあらゆる場所において、レーン

法廷の審理 (beneficialisplacitatio)を始める(ことができる)05) -b) 

1 )前出レーン法65・1= AV1・133(前半)、註・ 1を参照されたい。

2) gebundene dageおよびdieiabsolutiの語については、前出レーン法4・4= AV 

1・16、註・ lを参照されたい。

3) sin degedingの語については、次のレーン法65・3、註・ 2を参照されたい。

4 )この箇所、 OrdnungIcに属するテキストでは wardenundeの語が補足されている

が、これは(特に)後出レーン法65・16=AV2・18を参照し、召喚された家臣が

出頭しなかった場合のことを補ったもの、と推定される。

5 )このレーン法65・2がAV1・133(後半)に対応し、それと同じことを述べてい

ることは明らかであるが、「レーン法」では fsin degedingを始めることができる」

のは「主君Jとされているのに対して、 AVでは fbeneficialisplacitatioを始める
(incipient) J主体は複数形になっていることに注意されたい。 incipientの(省略さ

れている)主語(=["彼等J)は、前出・同条の前半とのつながりからは、「主君と

家臣」と解するほかなさそうであるが、この理解が誤っていなければ、レーン法

廷における審理手続について、「レーン法jでは主君による家臣の「問責」という

一面がAVよりもより鮮明に打ち出されている、ということになるからである。

この点については、さらに後続の諸条項においても検討をつづけることにする。

280 

65・31) a)・d)主君がく彼の〉レーン法廷(における審理)(< sines > degedin-

ges)を始めようとする場合は、d)-2) 彼(=主君)は、それを彼の家臣二人または

それ以上の者が聞く(ことのできる)ように、彼(=自分、主君)が彼の(ある)家

臣を (enemesinen manne)、彼の問責のために (ummesine sculdegunge) ( =その

家臣を問責するために)、3) (裁判期日を定めて)レーン法廷に召喚する (to
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lenrechte deg巴dingen)4)ことができるか、(そこに居合わせる)誰か(ある)彼の家

臣に(判決を)問うべき (vrage)である。5)-a) b)その(召喚することができる、とい

う)判決が発見(=提案)され (datordel gevunden wert)、6) また(そこに居合わせ

る他の家臣たちによって)賛同される (gevolget(wert)) (ないし、された)時は、7)

主君は判決をもって、彼(=問責すべき家臣)を、その同じ日からあるいは直近

の 6日から(数えて)14夜後に(裁判期日を定めて)、(主君にとって)自由な

(Iedich) (=家臣に封与することなく主君が直接に占有・支配している)ものであれ

あるいは(主君から家臣に)封与された (verlegen)ものであれ、主君のものであ

る(=主君の支配権に属している)8) (ある)特定(・明示された)村 (enbenumede 
やかた

do中)へ〔また)(ある)特定(・明示)された(主君の)館 (enebenumede word) 

に9)召喚す (degedingen)べきである。10)'b) c)その家臣が主君に、彼(=主君)が

彼(=自分、家臣)をくそこへ〉召喚した村がどこに在るか問うならば、11) 主

君は家臣にそのこと(=村の所在)を教えてやるべきである、けだしくしばし

ば〉多くの、それもはるかに遠く隔ったところに在る(複数の)村が(同じ)一

つの名をもっていることがるからである。12)'C) 

AV2・11) d)これらの場所は別にして(それ以外の場所で行われる)

(omissis his locis) 13) (レーン法廷における)審理の手続 (placitationisordo) 14) 

を学び知ることにしよう (audiamus)015) 'd) a)主君は誰か(ある)彼の家臣に、

彼の家臣(少なくとも)二人の居合わせるところで、16) (彼=主君が)(ある)彼

の家臣について、彼の問責のために (prosua accusatione) (=彼に対し訴えを

起こしてその責を問うために)、17)レーン法廷(を開催し、そこ)で審理する

(beneficialiter placit紅e)18)ことが彼(=自分、主君)に許されるか、さらに

(彼=主君は)その者(=家臣)をいかなる時期の聞にまたいかなる場所(に召

喚し、そこ)で(その者の責を)追求す (prosequi)19)べきか、問うべきであ

る。a)・20) AV 2・21) b)判決は(レーン法廷の開催およびその家臣について

の)審理 (placitatio)を許すべきであり、21)そして(ないし、それが許された場

合)主君は、その日からあるいは直近の 6日から14日を経て、(その)家臣を

レーン法廷に召喚すべき (adbeneficiale ius citet) 22)である、主君にとって自

由 (soluta)である(=家臣に封与することなく主君が直接に占有・支配している)

か、あるいは、誰か(ある家臣)が彼(=主君)自身からそれを受領している
やかた

特定(・明示された)村または(主君の)館へと(indenominatam villam vel 
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curiam) 023) -b) A V 2・31) c)もし(召喚された)家臣が主君に(その)村が

どの場所(ないし、地域)に在るか訊ねるならば、主君はそのことをさらに説

明してやらなければならない、なぜならば、幾つもの村が(同じ)一つの名

をもっており、それにもかかわらず、それら(の村)を遠く隔った距離が分

け(隔て)ている(=それらの村が遠く隔った地に所在する)(ことがある)からで

ある。c)叫

1)レーン法65・3は、 AV2・1、2-2、2・3の3条項に対応しており、冒頭

の一文 (d-dの件)を除けば(次註・ 2および後註・ 13を参照)、(基本的には)後者

と同旨のことを述べている。 AVではここから(後に第3者により)De ordine pla‘ 

citationisという表題を付された第E章が始まるが、レーン法廷における審理(な

いし、問責)手続に関する記述は、(実質的には)前出(レーン法65・1と65・2に対応

する)AV 1・133から始まっている(前出レーン法65-1 = AV 1 -133 (前半)、註・

Iを参照)。なお、序に補足しておくと、前出 AV(1・ 133まで)の第 I章に(後に)

付された表題は Debeneficiisである。

2 )前註・ lで述べたように、この d-dの件は、 AV2・2のd-dの件とまった

く異なったことを述べており、 Iレーン法jで後者を(削除した上で)全面的に「改

訂Jした(と目される)ものである。なお、その中の degeding(es)の語には、 Ord-

即時Ic(=ドイツ誇第3版)のテキストで、 sin(es)の語が補足されているが、この

sin(es) degending(es)の語は、 OrdnungIa (=ドイツ語第 l版)のテキストでも、す

ぐ前のレーン法65・2(= AV 1・133・後半)(註・ 3の箇所)でも(私見によれば)

「主君のレーン法廷(における審理)Jの意味で用いられており、このレーン法65・

3への「ドイツ語第3版jにおける補足もそれを承けたもの、と思、われる。(ただ

し、この場合degeding(es)の語は、一一前条のそれを含めて一一「家臣(について)の審

理jを指す可能性もないわけではないので、この点、後続の諸条項においても注意して

検討をつづけることにする)。

3) sculdegunge = r問責」の語については前出レーン法18、註 -3を参照されたい。
この語は、前出レーン法18のほか、レーン法19・2(註・ 2の箇所)、 55・2(= 

AV 1・lO7・b)、後出レーン法65・13、65・14(など)に姿を見せるが、これらの

うち、レーン法18(註・ 3の箇所)と65・14ではその前に d凶 he打開の語が、また

レーン法18・末尾(註・ 9の箇所)とこの65・3ではその前に smeの語が加えら

れている。 deshe汀聞が(家臣を)f問責する」主体であることは明らかであるが、

sineの語については、それが(同じように、家臣を問責する)r主君」を指すのか、
それとも(主君から問責される)r家臣」を指すのか、ということが問題にな(りう)
るが、前出レーン法18-末尾の sine(schuldegunge)は、前出レーン法64・l、註
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. 3で「訂正」しておいたように、(問責される)["家臣」を指すと(も)解される。

また schuldegungeの語は、 (AV2・lに対応する)本条を除くと、すべて AVに対

応条項のない条項ないし箇所に姿を見せるが、(唯ひとつAVに対応箇所のある)本

条の (umme)sine schuld巴gungeには AV(2・1)の prosna accusationeの語が対応

している(後註・ 17を参照)。上掲・邦訳では、これらの点を考えて、この sin(e)

を(問責される)I家臣」と解したが、(前註・ 2で指摘したsindegedingのsmの理解と

も(少なくとも、間接には)関連する可能性もありうるので)、後続の諸条項について

さらに検討をつづけることにするo

4) jm. (od. jn.) to lenrechte degedingenという表現については、前出レーン法18、註

・2を参照されたい。なお、その中の(to)lenrecht(e)の語が「レーン法廷(に)Jと

いう意味であることは明らかである、と思われるが、本条の場合、 AV2・2の

ad bebeneficiale iusの語がそれに対応している。後註・ 12をも参照されたい。

5) ここまでほ-a)の件は、(前註・ 2で述べた)冒頭 (d-d)の一文を除くと、実

質的には、 AV2・1と同旨のことを述べている。(なお、 AV2・lとの聞のそれ以

外の相違については、後註・ 16-20を参照されたい)。

6) (dat) ordel vinden (=判決を「発見」する)手続については、やがて後続の諸条項に

おいて具体的に詳述されるが、(特にそれが判決を「提案」するという意味であること

については)とりあえず前出レーン法2・2= AVl・10、註・ 10を参照されたい。

なお、(中世法における)["法(の)発見」の問題については、クレッシェル 11法発
見」一一ある近代的観念の中世的基礎一一J(K .クレァシェル著、石川監訳『ゲル

マン法の虚像と実像一一ドイツ法史の新しい道j(1989年、創文社)所収)をも参考に

された上で、ひきつづき次註・ 7を参照されたい。

7)この筒所の (datordel) volgenの語は、(ある家臣によって「発見J(=提案一一前註・

6を参照)された)判決に(レーン法廷に参集した他の家臣たちが)["賛同する」ことを

意味する。(ある家臣の)1発見J(=提案)した判決は、言うまでもなく、(他の家臣

たちの)1賛同」を得た時にはじめて「判決」として確定される。

なお、すでに本条からもうかがわれ(後続の諸条項においてさらに詳述され)るよ

うに、中世の裁判は(レーン法廷における問責手続を含めて)、(近代法のように終局判

決だけでなく)、一つのステップ毎に、裁判長(レーン法廷では一一以下同様 、

主君)から判決が「質問jされ、(それに答え)ある裁判集会構成員(ないし、家臣)

から判決が「発見J(=提案)され、それに他の構成員(ないし、家臣)たちが「賛

同jする、という過程を繰り返しながら、終局判決に到達することになる。なお、

本註までの b-bの件と(それに対応する)AV2・2との異同については、後註

.21を参照されたい。

8) この件の、原文は、 dedes heπ'en ledich oder verlegen siであるが、このうち ledich

oder verlegenの語(は、すでに前出レーン法7・5、註・ 3の箇所にも姿を見せたもの

であり、それ)については、前出レーン法56・4、註.4 (および、 56・5、註・ 2

北法55(1・236)236



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(15)

と3)で述べたことをも参照されたい。

この件は、 AV2・2の「主君にとって自由 (soluta)であるか、あるいは、誰

か(ある家臣)が彼(=主君)自身からそれを受領しているjに対応している。これ

と比較すると、「レーン法J(の ledichoder verlegen、具体的には verlegenの語)には「自

身J(ipse)に当たる語が見られない(=r省略Jされている)。そこで、 AVの対応

箇所だけを読むと、あるいは、次のような理解が生まれる可能性もあ(りう)る

のではないか。すなわち、この場合、主君が家臣を問責するために召喚すること

のできるのは、主君が自由な(=誰にも封与していない)状態で自ら占有(・支配)

している所領と家臣のうち誰かに直接に封与した所領に限られ、家臣が主君から

受領した所領をさらに(自分の家臣に)又授封している所領に家臣を召喚すること

はできない、という理解がそれであるo しかし、こうした理解は(私見によれば)

正しくない。①この場合、主君が問責するのは彼の(直臣である)家臣であり、

家臣を召喚すべき所領について問題になりうることも主君と家臣の関係に限られ

る(=主君と又家臣の関係は問題にならない)はずであり、②「家臣jから又家臣に

又授封される所領も、言うまでもなく、(一般には)(上級)主君から「家臣」に封与

されたものだからである。したがって、「レーン法jで ipseに当たる語が「省略」

されていても、そこで述べられていることは(実質的には)AVで述べられている

ことと同じである、と解さなければならない。

(なお、 卜述したレーン法7・5、56・4、56.5の諸条項からは、主君が rledigに

もっている所領Jの中にも、(特にそれが家臣の死亡などにより主君の手に戻った場合)

又家臣に又授封されている所領が含まれていることがある、ということが判るが、本条

のledich(oder verlegen)の語は、同じ理由で、主君と(その直接の)家臣(=直臣)の問

の関係についてだけ言われており、王君と又家臣の聞の関係を含んでいない、と解すべ

きであろう。さらに事の序に触れておくと一一。上記レーン法7・5、56・4、56・5

の諸条項は、いずれも AVに対応条項がなく、「レーン法」で補足された(と目される)

ものである。したがって、(上級)主君と又家臣の関係について、 AVでは(少なくとも)

まだ「レーン法jほど立ち入って記述されていない、ということは明らかである。ところ

が、 r(ある)家臣が主君を三人またはそれより多くもつj場合(=いわゆる Doppelvasalli

t出)に明示的に言及している前出レーン法46・2には、すでに AV1・110に対応条項が

ある。したがって、 AV2・2のlpseの語は、「他の主君からではなく」という合意をも

っ(少なくとも、そう受け取られる)可能性もないわけではなく、「レーン法jでは(す

でに先行諸条でledichoder verlegenという表現に関連して(上級)主君と又家臣の関係に

ついても述べているため)そうした可能性は(少)ないと考えて、「自身」の語を削除し

た、ということさえまったく考えられないわけではない、と恩われる。なお、この点は

いささか深読みにすぎるとしても、本条のded田 herrenledich oder verlegen si、および、

AV2・2におけるその対応箇所では、主君と家臣の閑の関係だけが問題になり、主君と

又家臣の間の関係は問題になっていない、という上述の私見は、次のレーン法65・4=
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AV2・4、2・5、2・6(で、主君と又家臣の悶の関係がまったく問題になっていな

い、ということ)によっても確認することができるはずである)。

さらに、この件のうち dedes h崎町nSIという表現は、前出レーン法14・1(= 

AV 1・39)の冒頭に見られた engut mach Inaneges herrenmと(基本的に)同じ表

現であることに注意されたい。同条のこの件は、 r(同じ)一つの所領・・を(次々
と)一人の者が他の者から(レーンとして)受領している」場合について、 r(その
同じ)一つの所領が幾人かのものでありうる」旨を述べたものである。これは、

(AV 1・103が「レーン法jで重要な「改訂J. I補足」を施された上で大きく前方へ移され

た)前出レーン法13・1に(はじめて)見られ(1レーン法」ではじめていわば「専門

術語jと用いられるにいたっ)た lenesgew官re(=ある所領を主君から授封された家臣が

それをレーンとして占有・支配する権利)の概念を用いて言えば、ある所領(特に

d田 rikesgut =ライヒの所領)が最高主君(たとえば国王)から(複数の)上級主君(た

とえば世俗諸侯とグラーフ)を経て(たとえば参審自由人である)主君まで封与された

場合、各段階でそれを(家臣として)受領した者(たとえば、世俗諸侯・グラーフ・

参審自由人)はいずれもその所領について lenesge明間をもっている、ということ

を述べたものである(この点については、石川 IAVとSSPJ(前出レーン法56・4、註

・12)、14-16頁を参照されたい)。この条項(のこの件)によってすでに、ある家臣

が主君から授封された所領を自分の家臣(=又家臣)に又授封しでも、(主君との関

係においては)その所領についての lenesgewereを失う(ないし、手放す)ことには

ならないということが判るが、そのことは、前出レーン法 7・4(ニ AV1・29)

により明確な形で記述されている。したがって、本条(のこの件)においても、も

し主君が家臣に封与している所領として(特にd回 rikesgutなど)上級主君から封

与された所領だけが想定されているのであれば、(この件のH主君のものであるJ

には(たとえば)r =主君がレーンとして占有・支配する権利をもっている」とい
う補訳を施した方がより適切で分かりやすいであろう。しかし、次のレーン法65

.4 (=AV2・5)では、主君が彼のアイゲンを家臣に封与している場合に、主

君はその家臣を(問責するために)どこ(=いかなる所領)に召喚すべきか、という

問題が論じられており、それとのつながりにおいては、本条(この件)の「主君の

ものである」所領は、必ずしも主君が上級主君から封与されたレーンとは限ら

ず、主君のアイゲンをも含んでユいる、と考えなくてはならない。主君のアイゲン

については、(それを封与された家臣は lenesge問問をもっているものの)、主君自身が

それを占有・支配(し、家臣に封与)するのは、その所領についての lenesgewere 

にもとづくのではなく、その所領をアイゲンとして(占有・)支配する権利にも

とづくものである。上掲-邦訳で「主君のものであるjの後に(単に)r=主君の
支配権に属しているjという補訳を加え(るにとどめ)たのは、以上のことを考慮

にいれたからである。ひきつづき次註.9を参照されたい。

9) この件の原文は、 inen benumet do中[unde J in ene benumede wor吐であ(り、その
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後に、前註・ 8で述べた dedes herren ledich oder verlegen siの文がつづいてい)る。

このうち wordの語は、(Text， S. 250によれば)“Wurt，Hofsfelle"を指し、(rレー
ン法」に限ると)すでに前出レーン法13・4(註・ 5)では、(同註で述べておいたよ

うに)Wurt (=盛土された宅地)の意味で用いられている。しかし、本条(のこの件)

においては、この wordの語は、主君が家臣をそこへ召喚(し、そこで問責)する

場所を指しているので、(単に)r宅地J(一般)と解するわけにはいかないし、ホー
マイヤーはこの件の wordの語を Gerichtsplatz(=裁判集会が行われる場所)と解し

ている (Ho.，II 1， S. 634)。この理解は、その (wordの語は、この場合、主君が家臣を

問責する場所を指す、という)点ではまさに「適訳jと言うべきであろうが、上掲・
や治、た

邦訳ではそれに従わず、(単に)r館」と訳しておいた。その理由(の主なもの)は次
の通りである。①本条でこのあと (AVでは次の2・3で)家臣が召喚された場所

の所在が分からずそれを主君に訊ねるのは、「村Jの(名が挙げれた)場合に限ら
れ、 wordの(名が挙げられた)場合には言及されていない(つまり、 wordが特定・明

示されれば、家臣にとってその所在は周知のものと前提されている可能性がある)こと。

②この wordの語は、(対応する)AV2・2(邦訳では、その末尾)の (in)curia(m)の

語を承けた(と目される)ものであるが、少し前の(レーン法63・Iに対応する)AV

1・130(註・ 6の箇所)の secundumi us curiaeの諾が「レ}ン法Jでは tohove-

rechteに移され、そこでcuriaの諸(に限って言えば、それ)は (hoverechtの)hof (= 

Hof)に対応していること。③(もし、そうだとすれば、なぜここでhofの語が用いら

れなかったか、という疑問については)、後続のレーン法的・ 17(= AV2・21)に、「閉
やかた

じられた館の中では(inbesloteme hove) (AVでは、 inclausa curia)、また屋根の下

でも・・・、主君はレーン法廷を開催してはならないjという規定があり、このレー
やかた

ン法65・3の場合、単に hofと言えば(主君のJr館(の建物)の中」を指すと誤解

されるおそれもある、と考えて、 (curiaと同義に用いられることのある)curtisの語

(この点については、前出レーン法13・4、註・ 5、および、(そこでも挙げた)J.E 

NIERMEYER， S目 290，Art. curia， 15を参照)に対応する wordの語を用いることで、
やかX

(r館Jと言っても、その「建物jでなく、主君のJr館」の地所内にある「土地J(たと

えば、前庭や中庭)を指すことをはっきりさせようとした、とも考えられること。

ただし、以上の私見(特に③)については、必ずしも100パーセント確信があるわ

けではなく、後続の諸条項において(特に hofの諾の用例について)さらに検討を重

ねることにしたい。

10) この件でも、 emedegedingenの語が用いられているが、それについては、前註・

4を参照されたい。ここまでの b-bの件は、(対応する)AV2・2と(基本的に

は)同旨のことを述べているが、両者の(細かい)相違については、前註・ 8と9

のほか、後註・ 21をも参照されたい。

11)前出 b-bの件では、主君が家臣を(問責するために)召喚すべき場所として、主

君の支配権に属する(前註・ 8を参照Jr村」とともに wordが問題になっているの
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に、この c-cの{牛で、(召喚された)家臣が主君にその所在を訊ねるのは「村jだ

けである、という点に注意された上で、前註.9で述べた私見を参照されたい。

なお、ここにも emegedegedinget hevetという表現が姿を見せるが、それについ

ては、前註・ 4を参照されたい。

12) ここまでの c-cの件は、 AV2・3にほぼ逐語的に対応し、それと(まったく)

同旨のことを述べている。

13) AV 2・1は、前註・ 1と2で述べたように、全体としては(あるいは、そのうち

a-aの件は)、レーン法65・3のa-aの件に対応しているが、冒頭の d-dの

一文は「レーン法jのそれとはまったく別なものである。そのことを(重ねて)指

摘した上で、 (AVのd-dの件の)具体的な検討に移る。

まず、冒頭の omissishis locisの語について一一。 Text1のGlossarでは、この

件の ommlttereの語を verlassen(8.137)、locusの語をPunktと解しており、(それら

をつなぎ合わせて考えても)この箇所をどう理解したのか定かには判らないが、こ

の箇所を「これら(ないし、以上)の(論)点を離れて」、と解しているように(も)

思われる。この推定が正しければ、 Text1のGlossarは、この箇所の hilociの語

を、(前出 1・133までの)IAVの第 I章(アイケ以後付された表題は Debenefici同(特

にその末尾)で論じられた I(諸)問題」と理解した可能性もある。これに対して、

上掲・邦訳=Iこれらの場所を別にして(それ以外の場所で行われる)Jは、この件

のhilociの語を、直前の(レーン法64・2に対応する)AV 1 . 133 (後半)で「レー

ン法廷の審理を始め」てはならないとされている「墓地と教会(堂)Jの二つの「場

所」を指す、と解したものである。(同条においては、これらの「場所jのほかに、レ

ーン法廷を開催しではならない「日jも挙げられているが、後続のAV2・4-2・6で

扱われているのは、主君が家臣を(問責するために)召喚する「場所Jの問題である、と

いうことに注意された上で)、ひきつづき後註・ 15を参照されたい。

14) この箇所の placitationisordoの語は、前註・ lでも述べたように、第E章の(後に

付された)表題でも用いられているが、そのうち placitatioの語については、直前

のAV1 . 133 (後半)(レーン法65・2)(註・ 4の箇所)の beneficialisplacitatioの語

(および、同註)を参照されたい。また、そのうちの ordoの語は、この場合、「手

)11買、ないし、段取りjほどの意味である、と解され、 placitationisordo (全体)は、

もちろん、「訴訟手続jないし「裁判手続」と訳すこともできるが、それを敢えて

「審理の手続Jと訳したのは、前出 AV1・133とのつながりのほかに、ザクセン
シュピーゲルでは gerichteの語が(主に)ラント法上の裁判(所)との関連で用い

られていること、および、後続の諸条項で詳述されているのは(主君による家臣

の)I問責手続Jであることをも考えて、そうした訳語を避けたかったからで(も)
ある。

15) この箇所の audireの語を、 Text1のGlossar(8.125)はvemehmenの意に解してい

るが、(前註・ 13で述べた)本条・冒頭の omissishis locisの語の理解と併せて考え
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ると、本条の d-dの件全体が(第E章の表題そのものと同時に)後に第3者の手

で補足された可能性を考える余地さえ生ずる、ということを指摘しておきたい。

16) iレーン法」では、これに対応する箇所が、「それを彼の家臣二人またはそれ以上

の者が聞く(ことのできる)ようにJとなっているが、改めて指摘するまでもなく、

両者の論旨は(実質的には)変らない。

17) accusatioの語は、 Text1のGlossar(S.124)によれば、 AVではこの箇所において

だけ用いられ、 Anklageを意味する。しかし、(前註・ 14でも述べておいたように)、

後続の諸条項においては、主君が家臣を問責する手続(だけ)が扱われている(=

ある家臣が他の家臣を訴える場合の手続はそれとして述べられてはいなし、)が、主君が

ある家臣の訴えにもとづいて他の家臣を(レーン法廷に召喚してli問責」する場合

もあることは(たとえば前出レーン法43・1から)明らかである、と考えられるので、

f告訴J. i告発」・(それに)i起訴J(ないし「提訴J)といった(近代法の訴訟手続を連

想させやすい)語を避けるために、敢えて「問責」という訳語を選んだ。

18) この箇所の beneficialiterの語について、 Text1のGlossar(S.125)はこの語をすべ

てnachLehnrechtの意に解している。たとえば、前出(レーン法65・1，と対応する)

AV 1・133(前半)(註・ 5の箇所)には、 secundumbeneficiale ius (placitare)という

表現が見られ、この場合は、 secundumbeneficiale iusの語は (secundumの語があ

る以上)nach Lehnrechtと解さなければならない。もし本註の箇所の beneficialiter

の語が(その)secundum beneficiale ius (を縮めたもので、それ)と同義でーあるとすれ

ば、この Glossarは正しいということになる。しかし、それにつづく(レーン法65

. 2に対応する)AV 1・133(後半)(註・ 4の箇所)には beneficialemplacitationem 

(incipient)の表現があり、この場合、(形容詞の)beneficialisは 問、 Glossar

(S.125)でもこの筒所の beneficialisplacitatioの語をLehngerichtsverhandlungと解

していることにもうかがわれるように一一(少なくとも)実質的には「レーン法廷

(で)の(審理)Jと解するのが自然であろう。したがって、もし本註の箇所の be-

neficialiter (placitare)の語がその箇所の beneficialisを副詞にして用いたものであれ

ば、それは(当然)iレーン法廷で」という意味に解さなくてはならない。上掲・

邦訳は、こうした AV1・133(後半)(註・ 4の箇所)とのつながりを重視したもの

である。

19) prosequiの誌は (AVでは)(gerichtlich) verfolgenの意味で用いられている(たとえ

ぱ前出 1・33(=レーン法11・1)(註・ 5の「正規の訴えによってjのあと)の prosecu-

tus剖=邦訳では「追求しているJ)が、 TextIのGlossar(S.139)は、本条・この箇

所の prosequiの語を belang聞の意としている。上掲・邦訳における「その者の責

を」という補訳はそれに従ったものである。

20) ここまでの AV2・1(a -aの件)の末尾において、主君が(レーン法廷に参集し

た家臣に)問うべきであるとされているのは、① i(ある)彼の家臣について彼(ニ

家臣)の問責のためにレーン法廷で審理することが…許されるか」、②「その者・を
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いかなる時期にまたいかなる場所へ(召喚して)追求すべきか」、の2点であるが、

対応する「レーン法」の a-aの件では、主君が(ある)家臣に問うべきとされて

いるのは、(実質的には)①だけであって、②については言及されずに省略されて

いる。しかし、「レーン法」でも (AV2・2に対応する)後続のb-bの件で、主

君が(問責しようとする)家臣をいつまでに、また、どこへ召喚すべきかについて

具体的に記述されているので、 a-aの件の末尾で②が省略されていても、そ

の論旨がAV2・lと変っていないことは、改めて指摘するまでもあるまい。ひ

きつづき次註・ 21をも参照されたい。

21) AV 2・2の冒頭、ここまでの「判決は(その)審理を許すべきであり」という簡

潔な記述は、(それに対応する)Iレーン法Jb -bの件の冒頭(註.7までの件)で、

「その判決が発見され、また賛同されるならば」と(そこへいたる手続が)具体的に

補足されている。(その反面、「レーン法」では、前註・ 20で指摘した省略により、後続

の主君が(問責しようとする)家臣をいつまでに、また、どこへ召喚すべきか、について

は、いきなり「主君は判決をもって…(その家臣を)召喚すべきであるJとして、主君に

よる「判決質問jが必要であることについてさえ明示的には言及されていない)。しかし、

すでに前註・ 7で指摘しておいたように、(1レーン法jおよびAVの)後続の諸条

項において、レーン法廷における審理(ないし、問責手続)は、各ステップ毎に、

I (判決)質問」・ I(判決)発見J. (それへの)1賛同」の手続を繰り返しながら進め

られることが具体的に詳述されているから、そうした手続を理解した上でこの

レーン法65・3= AV2・2を読み返す読者にとっては、このような「省略Jを
補いながら両条項を理解(し、したがって、そうした記述の相違ないし精粗にかかわ

らず、両条項は基本的に同旨であることを理解)するのは、決して難しいことではな

いであろう。

22)この箇所の beneficiaJeiusの語が、「レーン法」ではなくて、(具体的に)Iレーン法

廷」を指していることは、 adおよびcltareの語とのつながりから明白であろう。

(なお、ここでbeneficialeiusの語が「レーン法廷Jの意味で用いられていることも、前註

. 18で述べた私見を(少なくとも)側面的に支持する方向に働くであろう)。

23)この筒所の cunaの語については、前註.9で述べた私見を参照されたい。

24) ここまでのAV2・3が「レーン法J(65・3)末尾の c-cの件と同旨であるこ

とについては、特段のコメントを加えるに及ばないであろう。
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